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令和７年第２回水上村議会定例会会議録（第１日） 

 

令和７年６月１１日 

午前１０時 開 会 

於     議  場 

１．議事日程 

日程第 １       会議録署名議員の指名 

日程第 ２       会期の決定 

日程第 ３       諸般の報告 

日程第 ４       一般質問 

日程第 ５ 報告第１号 令和６年度水上村一般会計繰越明許費繰越計算書の報告に

ついて 

日程第 ６ 報告第２号 令和６年度水上村一般会計事故繰越繰越計算書の報告につ

いて 

日程第 ７ 諮問第１号 人権擁護委員候補者の推薦について 

日程第 ８ 議案第１号 専決処分事項の承認を求めることについて 

（水上村税条例の一部を改正する条例） 

日程第 ９ 議案第２号 専決処分事項の承認を求めることについて 

（水上村国民健康保険税条例の一部を改正する条例） 

日程第１０ 議案第３号 財産の取得について（スポーツサイエンス事業） 

日程第１１ 議案第４号 財産の取得について（学習用タブレット） 

日程第１２ 議案第５号 工事請負変更契約の締結について（林道梅木鶴線災害復旧

工事） 

日程第１３ 議案第６号 村道の廃止について（石舟五本松線） 

日程第１４ 議案第７号 村道の認定について（石舟五本松線） 

日程第１５ 議案第８号 令和７年度水上村一般会計補正予算（第１号） 

日程第１６ 議案第９号 令和７年度水上村国民健康保険特別会計（事業勘定）補正

予算（第１号） 

日程第１７ 請願第１号 人吉球磨准看護学院へのさらなる支援を求める請願 

日程第１８       議員派遣の件について 

日程第１９       継続審査申出書について 

 

２．出席議員は次のとおりである（８名） 

  １番 成 尾 和 英 君          ２番 杉 野 貴 文 君 
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  ３番 小 川   恵 君          ４番 杉 野 久 志 君 

  ５番 山 崎 隆 浩 君          ６番 荒 嶽   晋 君 

  ７番 米 本 宗 徳 君          ８番 那 須 良 策 君 

 

３．欠席議員（０名） 

 

４．職務のため議場に出席した事務局職員の職氏名（２名） 

 議会事務局長  江 崎 邦 臣 君   総 務 課  加 藤   康 君 

 

５．地方自治法第１２１条第１項の規定により事件説明のため出席した者の職氏名（１０名） 

 村    長  中 嶽 弘 継 君   教 育 長  原     崇 君 

 総 務 課 長  田 代 浩 章 君   会 計管理者  堤 田 江美子 君 

 保健福祉課長  西 本 克 幸 君   税務住民課長  堤 田 江美子 君 

 産業振興課長  田 代 浩 幸 君   建 設 課 長  信 國 俊 輔 君 

 教 育 課 長  幸 野 一 樹 君   地方創生推進課長  甲 斐   敦 君 

 地方創生推進課課長補佐  那 須 裕 平 君 
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開会 午前１０時００分 

－－－－－○－－－－－ 

○議長（那須良策君） おはようございます。 

全員おそろいでございます。令和７年第２回水上村議会定例会を開会します。 

これより会議を開きます。 

－－－－－○－－－－－ 

 日程第１ 会議録署名議員の指名 

○議長（那須良策君） 日程第１ 会議録署名議員の指名を行います。 

会議録署名議員は、会議規則第１２７条の規定によって、７番、米本宗徳君、１

番、成尾和英君を指名します。 

－－－－－○－－－－－ 

 日程第２ 会期の決定 

○議長（那須良策君） 日程第２ 会期の決定を議題といたします。 

お諮りします。会期につきましては、去る６月３日、議会運営委員会が開かれま

した。委員会の意向としましては、１１日から１３日までの３日間としたいという

意向でございました。したがいまして、会期につきましては、本日より３日間と決

定したいと思いますが、御異議ございませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ声あり］ 

○議長（那須良策君） 異議なしと認めます。 

会期は、本日より３日間と決定いたしました。 

－－－－－○－－－－－ 

 日程第３ 諸般の報告 

○議長（那須良策君） 日程第３ 諸般の報告を行います。 

まず、私から報告を申し上げます。気象庁から５月１６日に九州南部、６月８日

に九州北部で梅雨入りとの発表がございました。今月２日には、本村の防災会議も

ございましたが、災害の発生を想定した万全な準備、これは行政のみならず、住民

一人一人においても自主的にできる準備はしておかなければなりません。近年の自

然災害は、広域化、激甚化し、我々の想定を超えた被害を及ぼします。私ども議員

も、住民に対し、自主防災意識の高まりを促す行動を取っていくべきだろうと考え

ているところでございます。 

さて、去る５月２３日に上球磨正副議長会総会が開催され、役員改選が行われま

した。会長に私、副会長にあさぎり町の小見田和行議長が就任しましたので御報告

します。なお、任期については１年となります。 

また、任期満了に伴う球磨郡町村議会議長会及び熊本県町村議会議長会の役員改
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選が行われ、さらに相良村議会議員選挙により人吉球磨広域行政組合議会の構成が

新たになっております。あともって資料⑩町村議会議長会関係役員名簿、資料⑪一

部事務組合報告、資料⑫一部事務組合議会議員名簿で御確認いただきたいと思いま

す。 

次に、去る５月２７日、全国町村議会議長会主催によります全国町村議会議長・

副議長研修会が、東京国際フォーラムにて開催され、本村からは、私と山崎副議長

で参加してまいりました。 

全国町村議会議長会の渡辺孝樹会長から挨拶があった後、内閣府政策統括官付参

事官の松本真太郎氏から「広域災害対応を含めた自治体の災害対応力強化に不可欠

な防災ＤＸ」について、明治大学名誉教授、青山佾氏から「平成からの災害に学ぶ

復旧・復興まちづくりの課題」について、最後に、同志社大学名誉教授の新川達郎

氏から「災害と議会・議員の役割」について、以上３本の講演がございました。 

翌日２８日には、熊本県町村議会議長会の主催により、熊本県選出の国会議員の

先生方をホテルグランドアーク半蔵門にお迎えし、町村が抱えている問題について、

県議長会から３件、各郡から１８件の要望を行ったところでございます。 

球磨郡からは、「球磨地域公共交通網の整備促進について」「球磨川における抜

本的な治水対策の促進について」「雇用対策について」「豪雨災害等から国土を守

る治山事業及び森林整備の強化について」の４つの要望を行っております。 

近年の異常気象に伴う想定外の災害から住民の生命・身体・財産を守るため、議

会としての防災対策への関与、日頃からの住民に対する防災意識の普及啓発、有事

における応急対応など、非常に有意義な内容であり、本村議会議員におきましても、

ぜひ資料を全員熟読していただくようお願いします。 

詳細につきましては、研修資料、要望等を事務局に備えてありますので、後もっ

て目を通していただきたいと思います。 

今年度も県及び郡の議長会において、様々な研修会が計画されておりますし、本

村議会独自の研修、また、地方自治を体系的に勉強するための研修機関への派遣、

議会上京要望についても実施する予定としております。議員各位におかれましては、

研修の場には積極的に参加され、研さんを積まれるよう期待いたします。 

さて、本定例会に提出される諸議案につきましては、後ほど執行部により説明が

ございますが、慎重審議をいただきますようお願い申し上げまして、私の諸般の報

告といたします。 

次に、中嶽村長より諸般の報告の申し出があります。これを許します。 

中嶽村長。 

○村長（中嶽弘継君） 皆さん、改めまして、おはようございます。 
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本日は、令和７年第２回水上村議会定例会を招集いたしましたところ、議員の皆

様方におかれましては何かとお忙しい時期にも関わりませず、全員の御出席を賜り

まして、議案の御審議をいただきますことに、心より御礼を申し上げたいと思いま

す。 

それでは、議長より発言のお許しをいただきましたので、諸般の報告を５件申し

上げたいと思います。 

諸般の報告資料⑥も見ながらお願いしたいと思います。 

まずは、人吉球磨消防指令センターの運用開始について御報告をいたします。諸

般の報告資料２ページを御覧いただければと思います。令和２年７月熊本豪雨災害

を受けまして、人吉球磨１０市町村長により、消防指令システムの共同運用、それ

から、広域化について協議を重ねてきているところでございます。こういった案件

のうちに協議が整いました消防指令システムの共同運用について、令和６年度の上

球磨消防組合、そして、また人吉下球磨消防組合の当初予算において係る予算を計

上し、機器の改修、システム構築に当たってきたものでございます。昨年の１２月

の初旬に改修工事が無事完了しまして、１２月の１７日より試験運用に入っており

ます。そして、順調に推移をしてきておりまして、年度末を迎えるに至ったもので

ございます。 

そこで、去る４月５日に人吉球磨１０市町村長や両消防組合議員ほか関係者約５

０名が出席しまして、指令センターの開所式を挙行いたしました。指令センターで

は、両組合の職員が７名ずつ、計１４名で２４時間３交代で常時４名が勤務いたし

ます。共同運用によって救急出動の集中、それから、火災の連続発生にも柔軟に対

応することができまして、両組合の境界付近、あさぎり町と錦町のことでございま

すが、そういった調整もスムーズに取扱いができるようになっております。今後は

さらに初動体制の確立から地域住民の安心・安全の推進に努めてまいる所存でござ

います。 

２件目は、くまもとオレンジ大使任命式について御報告いたします。 

去る４月１９日、水上村役場におきまして、くまもとオレンジ大使の任命式が行

われ、木村敬熊本県知事より、湯山北目地区にお住まいの松田登代子さんに対しま

して任命書が手渡されました。このくまもとオレンジ大使とは、認知症や認知症の

方に対する理解を深めるため、自身の生活や症状、それから認知症になってからの

思いなどを直接伝えていただく活動や生き生きと輝いている姿を発信する、熊本県

の認知症普及啓発活動に賛同し、御協力いただくこととなっております。県内では、

松田さんを含め３名の方が任命されておられますし、様々な活動が行われておりま

す。これからも県内の認知症の理解や福祉の向上のため、ますますの御活躍を期待
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するものでございます。 

なお、諸般の報告資料３ページに資料を添付しておりますので、御覧いただけれ

ばと思います。 

３件目は、第８回ＭＩＺＵＫＡＭＩ ＭＯＵＮＴＡＩＮ ＰＡＲＴＹ、トレイル

ランニング大会について御報告いたします。 

去る６月７日土曜日、水上村マウンテンスポーツ実行委員会主催によりまして、

ロング５３キロ、ショート２５キロメートルとします第８回のＭＩＺＵＫＡＭＩ 

ＭＯＵＮＴＡＩＮ ＰＡＲＴＹを開催いたしました。諸般の報告資料４ページに申

込数、当日の出走数、完走数、それから完走率、コース別の入賞者など大会結果を

載せておりますが、今回の大会は天候には恵まれたものの、気温が３１度まで上が

ったこともございまして、ロングの部におきましては、完走率が７０.８％とここ

近年では最も低い結果でございましたが、大きな事故もなく大会運用を終了するこ

とができました。 

また、大会終了後には、昨年に引き続き、旧たけのこ工場におきまして、選手同

士の交流を図る交流会を実施したところでございます。参加された選手からは、厳

しいコースではあったが、水上村の自然のよさを感じ楽しかった。交流会に参加し

て大変盛り上がったなどたくさんのお褒めの言葉をいただいたところでもございま

す。大会運営に際し、御協力いただきました交通指導員をはじめ、各関係機関など

に対しまして、心より感謝を申し上げる次第でございます。 

４件目は、この資料はございませんが、奥球磨女子駅伝競走大会の発足について

御報告いたします。 

去る５月１５日、あさぎり町役場におきまして、奥球磨駅伝競走大会実行委員会

総会を開催し、奥球磨駅伝大会の女子の部となる奥球磨女子駅伝競走大会実行委員

会が発足の運びとなりました。令和４年度より毎年秋に開催しております奥球磨駅

伝大会は、男子のみの大会でございまして、出場チームや水上村に合宿に来られた

高校の監督さんから女子の大会を求める声が多く上がったことから、今年度より女

子の部を開催する運びとなったものでございます。今まで開催しておりました奥球

磨駅伝競走大会を奥球磨男子駅伝競走大会に改め、女子の部を新設するということ

でございます。開催時期は、来年の３月、高校３５チーム、大学・実業団から１５

チーム、計５０チーム程度の出場を見込んでおりまして、国内女子駅伝選手の底上

げ、並びに各種大会でも出た選手の育成に寄与できる大会になることに期待するも

のでございます。 

最後に、令和７年度熊本県事業概要調書について報告いたします。 

諸般の報告資料５ページから１０ページを御覧いただければと思います。 



－9－ 

去る６月３日、熊本県球磨地域振興局において、地元選出の県議会議員や市町村

長を対象に、人吉球磨管内主要事業説明会が開催されました。各市町村別に熊本県

事業概要調書の配付がございましたので、本村に係る調書を議員各位にお配りさせ

ていただきたいと思っております。国・県の非常に厳しい財政事情がございますが、

そういった中に本村につきましては、昨年に比べまして、農林部で９億３,９００

万円の増、土木部で１億６,１００万円の増、合計で１１億円の増と大変手厚く予

算配分が行われている現状にあります。この中には、市房ダム関連の事業費は含め

ておりません。今後とも議員各位におかれましては、本村の各種事業の予算獲得の

ために様々な機会を捉えていただき、地元選出国会議員への要望活動に御協力、御

支援を賜りますようによろしくお願い申し上げたいと思います。 

さて、本村では、先ほど議長より諸般の報告がございましたとおり、６月２日に

防災会議を開催いたしまして、今後の気象情報を基に、災害防止について各種団体、

関係機関との協議、そして情報共有を図ったところでございます。 

これまた先ほどございましたが、鹿児島地方気象台からは九州南部につきまして

は５月１６日に、熊本地方気象台からは、熊本北部が６月８日に梅雨入りをしたと

みられるとの発表がございました。今後の気象情報に細心の注意を払いながら、村

民への早期の気象情報の提供と避難誘導を促し、災害防止に努めてまいりたいと存

じます。 

本定例会では、令和６年度水上村一般会計繰越明許費繰越計算書及び令和６年度

水上村一般会計事故繰越繰越計算書の報告２件、人権擁護委員候補者の推薦、専決

処分事項の承認を求めることといたしまして、水上村税条例の一部を改正する条例

及び水上村国民健康保険税条例の一部を改正する条例の２件、財産の取得といたし

ましては、スポーツサイエンス事業及び学習用タブレット調達の２件、工事請負変

更契約の締結１件、村道の廃止及び村道の認定２件、令和７年度水上村一般会計補

正予算及び令和７年度水上村国民健康保険特別会計（事業勘定）補正予算の２件、

以上、報告２件、諮問１件、議案９件を御提案をいたしております。 

議員各位におかれましては、慎重御審議をいただきまして、御可決、御承認を賜

りますようよろしくお願いを申し上げまして、諸般の報告とさせていただきます。

どうぞよろしくお願いいたします。 

○議長（那須良策君） 中嶽村長の報告を終わります。 

次に、原教育長より諸般の報告の申し出があります。これを許します。 

原教育長。 

○教育長（原 崇君） では、改めまして、皆さん、おはようございます。 

議長より発言のお許しをいただきましたので、諸般の御報告をさせていただきま
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す。議員の皆様をはじめ、村民の皆様には日頃から学園の教育活動、並びに教育委

員会の施策に関しまして、理解と御協力を賜っておりますことに深く感謝申し上げ

ます。 

それでは、諸般の報告、大きくは２点でございます。学校教育と社会教育につい

て申し上げます。 

まず、１点目、社会教育について申し上げます。資料の１１ページを御覧くださ

い。本年度も郡民体育祭が５月１１日にあさぎり町の高山テニスコートで行われま

した硬式テニスを皮切りに始まりました。グラウンドゴルフについては、備考欄に

結果を載せておりますが、男女とも７位という結果でございました。先週７日には

男女ソフトボール、８日には弓道が開かれました。ソフトボール男子は接戦の末、

惜しくも敗れましたが、女子は準優勝という結果でございました。また、弓道につ

きましては、全体で６位という結果を納めております。 

今週末の日曜日には、陸上競技も多良木町の多目的グラウンドにおいて開催が予

定されております。今後、７月５日、６日を中心に１０月２５日のゴルフまで続い

てまいります。各種目において、本村の選手の皆様の活躍を期待しているところで

ございます。お時間が許せば応援いただきましたら幸いでございます。 

また、本年度の県民体育祭は、熊本市での開催が予定されておりますので申し添

えます。 

次に、学校教育についてでございます。新年度になりまして、４月１日には新し

い先生方をお迎えしての辞令交付式を行いました。 

学園は４月８日に始業式、９日には１１人の新入生を迎える入学式が行われ、本

年度は全校児童生徒数１３８名で教育活動がスタートしております。 

また、おいでいただいた方も多いと思いますが、５月１８日には義務教育学校と

して３回目の体育祭が開催されました。雨が心配されましたが、水はけのよい運動

場と曇り空に救われまして、若干プログラムの変更はございましたが、無事に最後

まで行なうことができました。１年生から９年生までの子供たちが一生懸命に走り、

大きな声で応援し、はじける笑顔で踊る姿に頼もしさと感動を覚えたところでござ

います。日頃の子供たちの頑張りと御指導いただいている先生方に感謝したいと存

じます。また、当日は御来賓、地域の方々、保護者の方々など多くのお客様におい

でいただき、充実した体育祭になったと思います。応援いただきまして本当にあり

がとうございました。 

それでは、資料１２ページを御覧ください。郡市中体連大会についてでございま

す。本年も郡市中体連大会が６月２１、２２日を中心に開催されます。日頃から地

域の指導者の皆様や先生方の御指導のもとに練習に励んできた成果が十分に発揮さ
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れることを期待しているところです。応援をどうぞよろしくお願いします。 

以上で、諸般の報告を終わります。 

○議長（那須良策君） 原教育長の報告を終わります。 

以上で、諸般の報告を終わります。 

－－－－－○－－－－－ 

日程第４ 一般質問 

○議長（那須良策君） 日程第４ 一般質問を行います。 

今定例会には、２名より通告があっており、質問の順番は受付順で行います。 

はじめに、３番、小川恵さん。 

○３番（小川 恵君） 皆様、おはようございます。３番議員の小川でございます。ま

だまだこの場に立ちますととても緊張しております。お聞き苦しい点がございます

が、どうぞ御了承よろしくお願いいたします。 

   早速ではありますが、議長のお許しを得ましたので、通告に基づき一般質問を行

います。 

   日本は２００８年をピークに人口減少社会へと入り、若者の大都市への流出によ

る地域的な人口の偏りや、高齢化率の上昇が深刻化しております。本村においても

１９５５年をピークに人口が減少し、少子高齢化が進行している中で、これまで以

上に子供が健やかに成長し、子育てがしやすいまちづくり、高齢者が充実した健康

的な生活を送れるまちづくり、若い世代の定住促進と子育て世代が住みやすいまち

づくりが求められているのではないでしょうか。 

   そのまちづくりに活用できるとても有効な公共施設の１つに公園があると思いま

す。公園は、地域住民の憩いの場であるだけではなく、世代を超えた交流を促し、

コミュニティ形成に大きな役割を果たしております。公園を活用した魅力的なまち

づくりを進めることは、地域に活気をもたらし、未来へとつながる持続可能な発展

ができるのではないかと考えております。 

   現在、水上村には１２の公園が設置されており、これは水上村公園施設条例第２

条に記されております。その中で唯一、遊具が設置されている公園が水上村カント

リーパーク、通称ほいほい広場です。今回は、村内外の子育て世代の方々約３０名

ほどから御意見をいただいたことで、地域の現状を調査し、その結果を踏まえ、子

育て世代のニーズに沿った利用者目線での公園の在り方についてお尋ねしたいと思

います。 

   ほいほい広場は、広域農道沿いの水上村入り口に位置しております。自然の地形

と木々を生かして１９９５年に完成したこの広場は、四季折々の風景を楽しむこと

ができる公園となっております。公園の入り口では、かかしをモチーフにしたユニ
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ークなモニュメントが出迎え、訪れた人々に親しみやすい雰囲気をもたらしていま

す。 

   平日は高齢者の方々が健康づくりのためにグラウンドゴルフを楽しんでおられ、

また、会社関係の方々が昼食を兼ねて休憩する場としても利用されています。また、

村内外の学校関係や保育園の方々、遠足やレクレーションの場として利用され、村

外の放課後児童クラブの子供たちも利用されるとても親しまれている公園です。さ

らに、気候のよい時期や天候のよい週末には、家族連れや友達同士が訪れ、多くの

人々が楽しむ憩いの場となっております。 

   このように、幅広い世代に利用される公園ですが、快適で安全な空間を維持する

ためには、多くの財源と利用者や地域住民の皆様の協力が必要不可欠となっていま

す。改めて、公園の維持管理に対する理解を深め、地域全体で支えていくことの重

要性を再確認することと、公園が全ての方々にとって、さらに快適で安心して過ご

せる空間となるよう、以下の点についてお伺いいたします。 

   まず、進展する少子高齢化による公園の役割や安全確保の観点から、自治体の公

園管理は住民ニーズに応えるべく一層の充実が望まれております。 

   また、公園内設備の老朽化や身障者・高齢者へのバリアフリー化も問題視され、

今後も計画的な整備が必要ではないでしょうか。 

   そこで、公園内の清掃や伐木、草刈りなどの整備は、現在どのような計画で実施

されていますでしょうか。 

   また、計画を実施する中で、自治体の把握する問題点や、また今後の課題点など

がありましたらどうぞお聞かせください。 

○議長（那須良策君） 田代産業振興課長。 

○産業振興課長（田代浩幸君） 産業振興課の田代でございます。小川議員の質問にお

答えいたします。 

   まず、資料⑤の一般質問資料の２ページに水上カントリーパーク「ほいほい広場」

の概要を載せているところでございます。 

   １にありますように、水上カントリーパークにつきましては、平成７年４月に供

用を開始し、面積５.３ヘクタール、種別につきましては、都市公園の住区基幹公

園・特定地区公園ということになっております。主といたしまして、徒歩圏内に居

住する者の利用に供することを目的とする公園で、１か所当たり面積４ヘクタール

を基準として配置をしてあるところでございます。都市計画区域外の一定の町村、

水上村を含みますけれども、特定地区公園（カントリーパーク）につきましては、

面積４ヘクタール以上を標準とすることとなっております。 

   目的につきましては、地域文化や地域景観、また、公園施設の持つ地形や自然環
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境などの特徴を生かし、日常のレクレーションの場として岩野地区のシンボル緑地

として設置され、供用を開始いたしました。広報みずかみ、平成７年１１月３０日

号には、都市にあるような遊具施設中心の遊び場ではなく、自然環境の中で体験で

きる遊び空間を提供することを第一とした施設というふうに記載されているところ

でございます。 

   下のほうには、設備や遊具について載せているところでございます。御確認のほ

うをよろしくお願いいたします。 

   御質問の清掃、伐木等についてということでございますけれども、公園内の整備

については、トイレの清掃、剪定、草刈り等はシルバー人材センターへ委託をして

行っていただいております。トイレにつきましては、毎日巡回していただき、剪定

は、随時、適期に実施をしていただいております。草刈りにつきましては、夏場を

中心に年５回程度と、状況に応じて臨時的に実施をしているところでございます。

伐木等につきましては、軽微なものであればですね、草刈り時期にシルバー人材セ

ンター等で可能であればお願いをしているところでございますけれども、危険なも

のであれば、専門の業者の方にお頼みするということになります。 

   それから、ふだんの清掃や軽微な修繕につきましては、職員で実施する場合もご

ざいます。 

   なお、遊具等の点検等でですね、毎月頭のほうに職員のほうで巡回をするという

ことにしているところでございます。 

   以上でございます。 

○議長（那須良策君） ３番、小川恵さん。 

○３番（小川 恵君） 計画を立てながらも臨機応変に職員の方々や地域の方々、シル

バーの方々が管理を行っていただいていることを理解いたしました。特に今問題点

や課題などはないということで答弁の中にはありませんでしたが、今後、シルバー

人材の高齢化や人材不足等も出てくると思いますので、その点もどうぞ考えながら

行っていただければと思います。 

   近年、公園や街路樹における倒木や枝の落下による事故も発生しております。東

京都では、昨年９月に高さ１０メートルのソメイヨシノが根元から倒れる事故が起

こっております。この木は週間前の点検では特に異常が見られなかったものの、突

如として倒れ、周囲に大きな影響を与えています。 

   また、同じく、９月にはイチョウの木の枝が落下し、歩行者が下敷きとなり、残

念ながらお亡くなりになられる事故が発生しております。専門家によりますと、イ

チョウの木は、毎年９月中旬に実が成長し、その自らの重さによって枝が折れたこ

とが原因とされていました。このようなことは、皆さん重々承知で管理・点検され
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ていると思いますが、何が起こるかわかりませんので、皆さんで協力して管理徹底

して安全にしていただければと思います。この事故では、住民の方から事前に情報

が寄せられていたものの対応が間に合わなかったことが指摘されておりました。こ

れらの事故を受け、国交省は２０２１年４月から２０２３年の１１月までの約３年

半にわたり、公園や道路で発生した事故の実態調査を行っております。その結果に

おいては、定期的な点検や巡回が実施されたのは、管理者全体の約たった４割にと

どまることがわかっております。この数字はさらなる安全対策の必要性を示してい

ると考えます。 

   ほいほい広場においても遊具や施設の安全管理に加え、自然を生かしたグリーン

インフラを維持するために選定や枝打ち、間伐などの適切な管理を実施し、利用者

が安心して過ごせる環境づくりに努めていただきますよう、今後もよろしくお願い

いたします。 

   これは参考までなんですが、千葉市においては、市民が地域の課題を報告できる

アプリで千葉レポというのを活用し、維持管理の効率化を図っているということを

知りました。このアプリを使うことで住民が写真や位置情報を投稿し、道路の損傷

や公園の設備の異常などを迅速に把握できる仕組みになっております。このような

市民参加型の維持管理は、人手不足の問題を補う手段として有効ではないでしょう

か。 

   例えば、シルバー人材センターの方々が草刈りや剪定を行う際に、事前に地域住

民の方から報告をもとに優先順位を決めることで、効率的な作業が可能になります。

また、自治体と住民が協力することで、限られたマンパワーの中でも適切な対応が

できると考えております。このような取組を導入していただければ、地域の維持管

理がよりスムーズになり、住民の満足度も向上するのかもしれません。 

   次に、平成３０年４月より、公園施設に設置されている遊具の年１回の定期点検

が法令化されました。これは公園を利用する全ての人々の安全を確保するための重

要な取り組みであり、事故を未然に防ぐことが目的であります。この法令化により、

点検は専門の資格を有する者によって行われることが推奨されており、遊具の構造

的な安全性や劣化状況を正確に判断することが重要となっております。もちろん定

期点検の実施後は管理者が結果に基づき、適切な維持管理の判断を行い、必要に応

じて補修、改修を行うことが求められます。また、利用者への安全情報の提供や注

意喚起を適切に行うことで、安全な公園環境の維持に努める必要があるのではない

でしょうか。 

   これらのことから、今年度予算内において補修工事を予定されております大型遊

具のムササビ君の床面とローラー滑り台の昇降口の補修日程はいつ頃となっており
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ますでしょうか。 

   また、その補修に伴って利用者への周知や安全対策はどのようにお考えでしょう

か。お願いします。 

○議長（那須良策君） 田代産業振興課長。 

○産業振興課長（田代浩幸君） それでは、本年度の大型遊具の補修日程ということで

お答えしたいと思います。 

   現在、実施に向けた見積りの徴取中でございまして、それが終われば着手をした

いというふうに思っているところです。年内完了をですね、目標としているところ

でございますけれども、補修等の時期が分かりましたら現地での周知や回覧、ホー

ムページ等でですね、皆さんに使用の制限についてお知らせをしていきたいという

ふうに考えております。 

   期間中はですね、大変御不便をおかけいたしますけれども、周辺の立入りを制限

させていただくということになります。 

   以上でございます。 

○議長（那須良策君） ３番、小川恵さん。 

○３番（小川 恵君） 大型遊具の補修日程と年内の完了を考えていらっしゃるという

ことで理解いたしました。ほいほい広場のメインと言えるムササビ君とローラー滑

り台であります。それが利用できないとなると遊びに来た子供たちや御家族はかな

りがっかりするのではないでしょうか。今おっしゃったように、可能な限りホーム

ページや公式ＬＩＮＥなどで事前にお知らせをしていただきたいと思います。 

   安全対策におきましても立入禁止エリアの明確化やロープやポールを活用したり

ですね、あとネットフェンス等ありますけども、危険箇所にはネットフェンスや柵

を設置するとか、注意看板の設置はされるとおっしゃってましたけども、利用者に

どうぞ安全管理ができる、安全性の向上と事故防止につながりますように、引き続

きお願いいたします。 

   次に、かつてアスレチック広場には、子供たちに人気のモマロープが設置されて

いました。モマロープ御存じでしょうか。遊べるのは小学生ぐらいからでしょうか。

多くの子供たちがロープにぶら下がり、スリルを楽しみながら遊ぶ姿が見られてお

りました。しかし、現在では、この遊具はもう撤去されております。広場を訪れる

利用者の間では、再設置を求める声が上がっております。 

   そこで、安全性の確保を考慮しつつ、モマロープの再設置、もしくはそれに代わ

る新しい遊具の導入は検討されていますでしょうか。再び子供たちが楽しく、安心

して遊べる環境を提供していただけることを願いまして、答弁を求めます。 

○議長（那須良策君） 田代産業振興課長。 
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○産業振興課長（田代浩幸君） それでは、モマロープの件についてお答えいたします。 

   まず、公園の遊具につきまして、全国的な状況といたしまして、先ほども小川議

員のほうからあってますように、事故や遊び方によっては危険であるというところ

でございます。そのようなため、遊具が撤去され減少をしているという状況でござ

います。 

   本村におきましても、過去に公園や旧学校跡地にございます回旋塔、回転する遊

具や箱型ブランコにつきましては、危険ということで撤去をしているところでござ

います。モマロープにつきましても昨年度危険ということで撤去をいたしておりま

す。これにつきましては、公園は遊園地のようにですね、監視されているわけでは

ないため、実際にけがをした遊具や危険とみなされる遊具につきましては、管理者

責任が問われるため、撤去したということでございます。 

   しかし、遊具で遊ぶことによってバランス感覚や調整能力といった多様な効果が

あることが言われております。しかしながら、安全を第一に考えた結果、再設置に

つきましては行わないというところでいたしているところでございます。 

   以上でございます。 

○議長（那須良策君） ３番、小川恵さん。 

○３番（小川 恵君） 安全面、あと管理者不足ということで設置されないということ

はとても残念でありますが、昨年、令和６年度の水上村子ども議会において、施設

管理をテーマに３名の生徒から「老朽化した公園遊具を立て直す予定はあるのか」

という質問があっております。これに対し、担当課は、「安全性やスペースの問題、

使用状況を考慮しながら検討し、実施していきたい」と答弁されております。 

   この質問内の撤去された遊具とは多分モマロープを指していると思われ、生徒た

ちはモマロープを何度も利用しており、その遊具の楽しさを十分に理解していたた

め、再設置を望む声、質問に上げたのだと思っております。しかしながら、遊具の

再設置には、利用者の要望だけではかなわないこと、安全基準の適合、設置スペー

スの確保、費用の負担、維持管理の体制など、さっき答弁にもありましたが、多く

の課題が伴うということなどがあります。生徒たちには今後はこれらの要件につい

てもぜひ理解を深めてもらい、より実現可能な提案へとつなげていけるように伝え

ていきたいなと思っております。 

   少しここでの担当課にお話しすることとは離れてしまいましたが、生徒たちがこ

うした現実的な視点も持っていけるよう、納得感のある議論ができるように伝えて

いきたいと思っております。今年度の子ども議会を期待したいと思います。 

   次に、先ほど答弁の中にも少しございましたが、近年、誰もが子供の頃に遊んで

いた公園遊具が次々と撤去されています。滑り台、ブランコ、ジャングルジムなど
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は公園の定番遊具です。しかし、安全性や老朽化、さらには遊具に関連する事故の

リスクなどが理由に、多くの自治体が遊具の撤去を進めております。また、公園の

遊具による事故も少なくはありません。 

   ２０２５年４月、相模原の公園において、ぶら下がり遊具の根元が折れ、小学４

年の男の子が顔にけがをする事故が起こっております。事故の原因は、今のところ

はっきり記されておりませんでしたが、多分老朽化ではないかという記事が載って

おりました。こうした事例が増えることで自治体や管理者が慎重になり、撤去や制

限が進んでいくのは仕方ないのかもしれません。しかし、遊具の撤去や安全対策の

強化は重要なことですが、一方で、遊びの幅が狭まり、子供たちの成長や創造性に

も影響を与える可能性が出てきます。 

   例えば、うんていが撤去された理由が、落下時のけがのリスクが大きいとされて

いますが、このような遊具は、腕力や体幹を鍛える貴重な機会でもあります。同様

に、ジャングルジムの高さが低くなることで、安全性は向上するかもしれませんが、

冒険心やチャレンジ精神を育てる機能が薄れるかもしれません。 

子供たちにとって遊具は体力向上や運動能力の発達に大きな効果をもたらす重要

な存在です。子育て世代のニーズにあります、小さな子供たち、幼児が使える小型

遊具を増設することはいかがでしょうか。答弁を求めます。 

○議長（那須良策君） 田代産業振興課長。 

○産業振興課長（田代浩幸君） ただいまの安全性を考慮しながらですね、小型遊具に

ついて増設できないだろうかという御質問ですけれども、昨年、子ども・子育て支

援事業計画にかかりますアンケートにおきまして、公園や遊具の設置については、

御意見をいただいているところでございます。住民の方々の要望と安全性と公園の

設置目的をですね、勘案し、検討する必要があると考えているところです。そうい

ったところを総合的に考えまして、小型遊具の設置についてもですね、検討してい

きたいというふうに考えております。 

   以上でございます。 

○議長（那須良策君） ３番、小川恵さん。 

○３番（小川 恵君） 設置を考えていただけるということで、少し安堵しております。

現在、ほいほい広場に設置されている小型遊具は、動物の小さなシーソーと１人乗

りの小さな前後に動く汽車が１基のみと把握しております。かつては複数の小型遊

具が設置されていたものの、現在ではそれらの跡だけが残り、新たな遊具の設置は

行われていない状況です。この機会に年齢にあった遊具の必要性を改めて御検討い

ただき、公園の目的も考慮しながら子供たちが安全で効果的な環境の中で遊べるよ

う考えていただけたらと思います。 
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   次に、同じく遊具に関連することから、大きい質問の２項目目の公園の未来につ

いて考えるインクルーシブ遊具の設置についてをお伺いしたいと思います。 

   最近では、インクルーシブという言葉を耳にする機会が増えております。皆さん

は御存じでしょうか。全てを含む包括的といった優しい意味を持っております。イ

ンクルーシブとは、障害の有無、性別、国籍、年齢など様々な背景や特性を持つ

人々を分け隔てなく受け入れることを指しております。分かりやすく言えば、仲間

外れをしないとか、みんな一緒にとか、共生という考え方であります。特に教育や

福祉、職場などの場面において、一人一人の特性を尊重しながら共生する社会を目

指すための重要な指針となっており、公園の在り方においては、インクルーシブな

考え方は欠かせないものとなっているようです。 

   そこで、インクルーシブな社会の実現に向けて、村内においても今後計画的にイ

ンクルーシブ遊具を導入、設置するお考えはないでしょうか。答弁を求めます。 

○議長（那須良策君） 田代産業振興課長。 

○産業振興課長（田代浩幸君） インクルーシブ遊具ということで大変貴重なですね、

御提案をいただいたところでございます。様々な方がですね、楽しめるようただい

まの意見をですね、貴重な御意見として承り、検討してまいりたいというふうに考

えております。 

   以上でございます。 

○議長（那須良策君） ３番、小川恵さん。 

○３番（小川 恵君） インクルーシブ遊具に対して、前向きな御答弁をいただきまし

たので、ぜひ御検討のほどをよろしくお願いいたします。 

   最近では、ＳＤＧｓ、持続可能な開発目標の理念、誰一人取り残さないに対する

関心が高まる中、全国各地でインクルーシブ遊具の導入が進んでおります。熊本県

内においても５つの公園で導入されております。１番身近なところでは、今年の４

月、あさぎり町の岡留公園がインクルーシブ遊具を導入し、誰もが楽しく遊べる公

園へとリニューアルし、地域の新聞やニュースでも取り上げられ、多くの注目を集

めております。公園近くのおかどめ幸福駅横の売店の方にお話を聞きますと、連日

多くの子供たちが遊びに来ており、公園のにぎわいを実感しているとのことでした。 

世界各国では、障害のある人々の権利を守り、全ての人が平等に社会参加できる

よう様々な法律や政策が導入されています。日本においても、障害者基本法やバリ

アフリー法などが制定され、障害のある子供たちが公平に教育や社会活動に参加で

きる環境整備が進められております。 

   インクルーシブ遊具は、単なる遊び道具ではなく、子供たちの多様性を尊重し、

お互いの理解を促す大切な要素となっていることを、ここから、水上村から発信し
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ていってはいかがでしょうか。どうぞ今後のインクルーシブ遊具の導入に期待いた

します。 

   次に、トイレは、私たちが日常的に何度も利用する日常に欠かせない重要な空間

であります。そのため、常に清潔で快適に保たれるべき場所であり、誰もが安心し

て利用できる環境づくりが求められております。家庭においては、トイレは家の顔

とも言われ、住まい全体の印象を左右する場所でもあります。また、商業施設にお

いては、トイレの快適さがサービス品質を図る一つの指標となり、お客様の満足度

を大きく左右する重要な要素として位置づけられています。近年では、商業施設や

鉄道駅、サービスエリア、公共施設において単に用を足す場という従来のイメージ

を超え、バリアフリー化や育児対応など様々なニーズに応える快適な空間へと進化

しつつあります。 

   一方で、公衆の公園のトイレに目を向けますと、以前として暗い、臭い、汚い、

怖いという、いわゆる４Ｋのイメージが払拭されていません。さらに、「壊れてい

る」が加わり、５Ｋと呼ばれることもあるほどです。こうした環境の不備はトイレ

の安全性、快適性を損ね、結果として、利用者のマナーの低下を引き起こす原因に

もなっていると考えます。 

   しかしながら、ほいほい広場のトイレを何日か見に行きますと、洋式トイレもも

ちろん設置されております。壊れた便座もなく、日々とても丁寧に清掃していただ

いておりました。その管理状況のよさをとても感じております。一方で、利用者の

目線、特に小さい子供さんたちを含む方々の目線から見ると、施設の老朽化によっ

てトイレの鍵がかかりにくかったり、施設が古いのはちょっと怖い、利用しづらい

という声がありました。 

   また、手洗い場に関してですが、遊具の近くに小さな子供たちがすぐ使えるよう

な子供向けの設計に考慮したものを設置してほしいという意見も出ております。 

   新型コロナウイルスの感染拡大を経て、公園に求められる衛生環境の基準も大き

く変化しております。全国的に砂場の近くに手洗い場を設ける動きが広まっており、

子供たちが遊んだ後はすぐに手が洗える環境づくりが重要視されているようです。

衛生的な環境は保護者の安心にもつながっております。 

   こうした点を踏まえて、既存のトイレの見直しや手洗い場の設置を環境衛生上、

改善することはいかがでしょうか。御答弁お願いします。 

○議長（那須良策君） 田代産業振興課長。 

○産業振興課長（田代浩幸君） トイレの設置についてですけれども、トイレにつきま

しては、現在、ほいほい広場に向かって北側の上のほうと西側の駐車場横に設置を

しているところでございます。和式であったものを洋式化し、管理につきましては、
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先ほど申し上げましたように、清掃をシルバー人材センターのほうに委託をして管

理しているところでございます。毎日回っていただいておりますので、修繕点がご

ざいましたら報告をもらい、対応をしているところでございます。トイレとそのト

イレの横、グラウンドが向かって東側にございますけれども、その周辺に水道を設

けてございます。水道、手洗い場の設置やトイレの設置につきましては、現在、今

申しましたところに設けておりまして、増設や廃止の予定はございません。今後も

御意見を聞きながらですね、また、現場の状況もございますけれども、適正な管理

に努めていきたいというふうに考えております。 

   以上でございます。 

○議長（那須良策君） ３番、小川恵さん。 

○３番（小川 恵君） また、私自身は多目的トイレを利用する機会がなく、気づきま

せんでしたが、ドアが非常に重く、体が不自由な方には開け閉めが難しいのではな

いかという意見も寄せられておりました。実際、使用して確認したところでした。

安全性を向上させるための鍵の改良やバリアフリー化の推進ということで、自動開

閉機能のドアの採用まではいかずとも、軽量なドアの採用など今後も利用者が安心

して使えるトイレの環境の整備を目指していただきたいと思っております。 

   次に、暑さ対策に関する整備についてお伺いいたします。 

   近年、地球温暖化の影響により、猛暑日が増加し、熱中症による健康リスクが一

層高まっております。２０２５年も例年に比べ、平均気温が上昇することが予測さ

れており、特に屋外の公共スペースにおける暑さ対策の重要性が高まっております。

子供たちが遊ぶ遊具のある公園や多くの人々が集う広場、イベントスペースなどで

は熱中症の予防を含めた環境整備を行うことが安全かつ快適な公共空間を提供する

上で不可欠ではないかと思います。 

   そこで、何か自治体としての対策はありますでしょうか。御答弁をお願いいたし

ます。 

○議長（那須良策君） 田代産業振興課長。 

○産業振興課長（田代浩幸君） 暑さ対策ということでございますけれども、ほいほい

広場につきましては、向かって西側、左側ですね、の芝生スペースにあずまやが２

基ございます。真ん中の遊具スペースにつきましては、あずまやはございません。

自然公園ということで、木陰などを利用した配置になっているということを承知し

ているところでございます。利用者の方々の個々の熱中症対策も必要かと考えてい

るところでございます。 

   以上でございます。 

○議長（那須良策君） ３番、小川恵さん。 
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○３番（小川 恵君） 答弁にもありましたように、自然公園ということが前提ではあ

りますが、子供たちを遊ばせ見守るところには、ちょっと日陰というのが、日陰ス

ペースがなく、ちょっと不自由をしているということが要望等ありましたので、で

きればあずまやの設置、植物をはわせられるパーゴラなどを今後考えていただけれ

ばいいなと思っております。設置場所の広さとか、安全性にもよりますが、パーゴ

ラでありますと、両方向からの利用が可能で、死角ができにくいと思いますので、

どうぞお考えをよろしくお願いいたします。 

   そのほか、私が考えたのでは、ミストシャワーの設置を公園にするとか、以前、

カフェがあったところの建物を涼みどころにしたりとか、期間限定で開放してはい

かがでしょうかということを考えておりましたが、これらはやはり管理者の配置や

安全面の点でちょっと難しいかなと思いますので、今後は利用者にしっかり安全管

理をしていただいて、そういうことを伝えていきたいと思っております。ありがと

うございます。 

   暑さ対策に関連してですが、自動販売機の設置について、これは御提案をしたい

と思います。現在、ほいほい広場には飲料の自動販売機が設置されておらず、公園

を利用される方々が水分を手軽に補給する手段が限られています。特に夏には熱中

症の危険性が高まり、こまめな水分補給は熱中症対策の基本であることは広く知ら

れています。そのため、公園を訪れる子供たちや高齢者をはじめ、全ての利用者が

安心して過ごすためにも飲料自動販売機の設置が不可欠ではないかと考えます。設

置していただくことで健康面、安全面においても大きな効果が期待されると思いま

すので、ぜひ御検討のほどをよろしくお願いいたします。 

   少し付け加えますと、もし設置されていなかった理由がごみ問題とかありました

ら、そのごみ問題を考慮するのであれば、蓋つきのペットボトルのみを販売すると

いう取り組みも一つの有効な工夫とは言えませんでしょうか。蓋があることで飲み

残しをこぼさずに持ち帰ることが可能となり、外出先や自然の中で捨てられるごみ

の量を減らす効果も期待されると思います。 

   そのほか、電気代について御心配があるようでしたら、こちら役場横にも設置さ

れている自動販売機と同様に、電気代は販売所側の負担となっているとのことでし

たので、御安心ください。 

   今後のより快適な公園づくりの一環として、ぜひ早急に御検討いただきたいと思

います。 

○議長（那須良策君） 田代産業振興課長。 

○産業振興課長（田代浩幸君） 自動販売機の設置ということですけれども、自動販売

機の設置につきましては、村が設置するものではなく、業者の方が設置いただいて
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いるものでございます。過去にほいほい広場のほうに設置があったことは承知して

いるところでございます。これは撤去をされておりますけれども、理由といたしま

して、聞き及んでいるところでは、損益の問題と自動販売機荒らしですね、被害が

あるというところで取り外されたというところでございます。業者さんのほうで設

置いただけるというお話がございましたらですね、積極的に推奨はしますけれども、

その辺の対策が村のほうでなかなかできませんので、防犯対策のほうもですね、一

緒にというところで業者さんのほうにはお願いするということになるかと思います。 

   以上でございます。 

○議長（那須良策君） ３番、小川恵さん。 

○３番（小川 恵君） 自動販売機の設置について御答弁をいただきましたが、実はこ

の販売元の方にいろいろお話を聞くことができました。今御答弁された内容と少し

異なる点でもありますので、この場ではなく後で相談して設置が行えるよう進めて

いただきたいと思います。 

   次の質問です。新型コロナウイルスの感染拡大を経験した私たちの生活は大きく

変化しました。外出の制限や密を避ける行動が求められる中で、屋外空間の価値が

改めて見直され、地域住民の心の豊かさを育む重要なインフラとしての役割を再認

識されるようになっております。公園は、地域住民が気軽に集い、交流を深める場

であると同時に、地域のにぎわいを創出する可能性も秘めているのではないでしょ

うか。イベントの開催や観光資源としての活用、公園を中心としたまちづくりは地

域の活性化に大きく貢献することでしょう。そのため、自治体には公園というイン

フラをいかに効率よく整備、管理し、地域の魅力を最大限に引き出すかが求められ

ていると思います。 

   そこで、水上村においても公園をにぎわい創出の拠点の一つとして位置づけるこ

とで公園の価値や重要性、そして公園がもたらす効果についてどのように今後考え

ていくのか、最後にお聞かせください。 

○議長（那須良策君） 田代産業振興課長。 

○産業振興課長（田代浩幸君） 公園の様々な活用ということですけれども、公園につ

きましては、住民の余暇の過ごし方の一つとして有意義に使用していただき、子供

の遊びの場、ほいほい広場につきましては、自然の中でゆっくりとくつろいでいた

だく癒やしの場として利用いただければというふうに考えております。民間の活力

の活用という点におきましては、公園施設条例の中に指定管理もできる旨を記載し

ているところでございますけれども、公園管理の損益から考えましても、民間への

委託はですね、なかなか難しいものと考えているところでございます。 

   以上でございます。 
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○議長（那須良策君） ３番、小川恵さん。 

○３番（小川 恵君） 今答弁の中にありました、民間活力を活用した公園管理の可能

性については、ちょっと難しいということでありました。しかし、全国的にみると

ですね、公園の維持管理には人的、財政的な負担が大きく、これを軽減するために

国内ではパークＰＦＩ、公募設置管理制度の導入が進められているようです。この

制度がほいほい広場に適用できるかどうかは定かではないのですが、民間事業者が

公園の設置、改修、管理を担う仕組みとなっており、民間企業と連携することで公

園の管理がより専門的かつ安定したものになるということです。公募を行った際に、

応募する民間事業者がいるのか、地域的な事情から難しいのではないかということ

もありますが、こうした課題に対応するために、またトライアルサウンディングと

いうちょっとカタカナが並びますが、公共施設空間の暫定利用を希望する民間事業

者を募集する、一定期間実際に使用してもらうというお試し的なこともあっており

ますので、今後いろいろ時代も変わってきますので、そういうことも取り入れてい

かれたらいいかなと思って御提案いたします。 

   最後に、水上村では、先ほども少し答弁の中にありました、令和６年１０月に村

内の子育て世代を対象としたアンケート調査を実施しております。その結果、子育

て支援に関する項目の中で安全な遊び場や児童館など、子供の居場所が身近にない

との回答が子育て世代全体で４７.２％という高い割合を占めております。さらに、

必要な子育て支援策として子連れでも出かけやすく楽しめる場所を増やしてほしい

との要望が７２.２％に上り、多くの家庭が子供と安心して過ごせる環境の充実を

求ていることが明らかになっております。こうした子育て世代の声を受け止め、子

育て環境の魅力を向上させる公園づくりを進めることは、村の子育て支援の充実に

つながるだけではなく、地域の活性化にも貢献するのではないでしょうか。安全で

楽しく過ごせる公園の整備は、村内の子育て世代を応援する取組であると同時に、

村の魅力を高める要素となり、多方面からの注目も集めることとなるのではないか

と思っております。 

   さらに、観光面においても家族連れが訪れやすい環境を整えることで地域のにぎ

わいを創出する可能性があると思いますが、最後に村長、いかがでしょうか。御答

弁をよろしくお願いいたします。 

○議長（那須良策君） 中嶽村長。 

○村長（中嶽弘継君） 私から総括してお答えをさせていただきたいと思います。 

   まず、カントリーパークにつきましては、もう建設後３０年が経過いたしました。

これをつくるきっかけといいますのが、岩野地区活性化委員会というのができまし

て、これは昭和の終わりでございました。６０年過ぎぐらいでした。岩野地区に球
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技、例えばソフトボールをするような広場もない、公園もないということで、そう

いった設置を検討できないかということで、地元で議員さんたちも入られて委員会

が作られて、その中での提言がカントリーパークの構想になってきたわけです。そ

して、今の国土交通省じゃなくして、まだ建設省の時代でございまして、非常に補

助事業については補助メニューはタイトです。もう非常に決まったことしかできな

いというようなことでやってきたのがそうでございますが、その中であえて言いま

すと、あそこは小野大地といいまして、その上のほうに稲荷神社がございます。そ

の中で、鎮守の森構想ということで作っていこうということ、それと多自然型でや

っていこうということでなるべくコンクリートあたりを前面に出さないような形で

やっていこうということでの地元、コンサル、それから役場あたりの打ち合わせで

動き出したのが平成２年、でその当時の担当者が動き出したわけですね。そして、

いよいよ補助採択になってしました。そのときの都市公園は特定地区公園はこの水

上のほいほい広場と人吉の石野公園、その２か所でございました。そして、水上は

水上の特徴を出していこうということでやってきましたが、鎮守の森構想もやはり

３０年もたちますと、今の広葉樹も非常に大きくなって茂っておりまして、そのこ

とについても先ほど安全、防犯、そういったことを含みましての伐採、そういった

こともやっていかなければならないと思っておりますし、それと、今シルバー人材

のほうも私が一応理事長をさせていただいておりますので、現在５６名なんですよ。

多いときは６４名おりましたが、やはり高齢者の人たちが減っていく。若い人たち

はまだまだ仕事に追われて、なかなかそのシルバーのほうに出て参画する機会がな

いという方が多くて、今５６名で活動をしております。しかし、その中の全てが普

通作業員でやるんじゃなくして、いろんな習字とかいろんな文化的なことまで含め

てで５６人ですので、実際は屋外作業、軽作業とか含めてやられる方は３０名程度

しかおられないということですね。そういった中でやりくりをしながら担当課が今

やっているということでございますので、その辺につきましては、きちっとした快

適な環境と安全対策については、安全基準に基づいてやっていこうかなと思ってお

りますし、今、遊具の整備につきましても、危ないやつはやはり建設省の時代から

指針として撤去しなさいということでありまして、旧岩野小学校、旧湯山小学校、

それから旧水上中学校と旧古屋敷小学校、それから江代地区の集会室にありました

遊具は全てもう危ないやつは管理者と打ち合わせして撤去するという方針できたの

が今の現状でございます。しかし、やはり知育の遊具、そういったことも今は求め

られておりますので、やはり時代背景がどんどんどんどん変わってきます。高度経

済成長からバブルを経て、安定成熟化した今時代ですけど、そういうところと、で

すから余計そういったいろんな環境を求められて、快適な環境を求められると思い
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ますので、そういったところにつきましては、いろいろ補助の財源を見つけながら

やっていこうかなと思っております。管理費は全て村の一般財源使用でいきますの

で、それだけでいきますと大変ですので、さっき言われましたパークのＰＦＩ、そ

ういったことも一応検討させていただきたいと思いますが、そこで担当課長が申し

上げましたように、指定管理のほうも検討いたしましたがなかなか収益が出ないこ

とには引き受け手がないということもございましたので、そこにもまた精度を上げ

てやらせていただきたいと思っております。 

   それから、トイレ関係についてもお話しいただきました。トイレにつきましても

やはり３０年前に造ったトイレでございますので、水洗化はしておりますけど、や

はりそういった施錠、鍵の問題でありますとか、子供さんたちが不安を感じないと

か、そういったことを含めまして再点検をさせていただきたいなと思っておりまし

て、現在の利用者のニーズに応えていければなということで考えております。 

   それから、先ほどインクルーシブの遊具のお話がございましたが、これにつきま

しては、もちろん健常者と障害のある方々が共生をしていく社会を目指していくと

いうことは、もうこれはごく当たり前のことでございますので、それと、先ほど言

われました、サステナブル・デベロップメント・ゴール、これにつきましてもやは

りきちんと取り組めるところは取り組んでいきたいということで考えております。 

   そして、また日陰のスペース、これ非常に近頃、近年暑くなっておりまして、今

年は昨年にもまして猛暑日が多くなるだろうということも気象庁のほうから防災会

議でも発表がございましたので、そういったことを踏まえながらいきますと、やは

り先ほどパーゴラの話がございましたし、あと木陰を作るような植樹あたりもでき

ないかとか、あずまやとかですね、そういうのを配置検討も今から検討をさせてい

ただきたいなと思っております。 

   それから、当然、公園あたりは誰もが利用できるようなにぎわいの創出、にぎわ

いの空間でございますので、やはりそのためには快適、安全、安全環境基準に基づ

いてやっていくということが基本でございますので、そこのところは繰り返しにな

りますけど、しっかりと担当課のほうでどういったことが安全なのか、どういった

ことが安全基準から外れるのか、そこをちゃんと取捨選択をしながらできることは

やっていくということで考えていきたいと思っております。 

   それから、ありがたいことに子育て支援の話もいただきました。多分そのことは

私も存じておりまして、保健福祉課のほうから当時のアンケートを取った結果も私

も見ておりますので、それにつきましても、やはり今いろんな形で子育て支援をし

ておりますが、そういった違う見方からみての子育て支援につながっていくという

ことでございますので、そこら辺を網羅した形での検討をやらせていただければと
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思っておりますので、御理解のほどをよろしくお願いを申し上げたいと思います。 

   以上でございます。 

○議長（那須良策君） ３番、小川恵さん。 

○３番（小川 恵君） 村長の御答弁ありがとうございます。 

   最後に、水上村は自然豊かな環境に恵まれています。しかしながら、子供が安全

に遊べる場所は限られております。特に小さな子供を持つ家庭にとって、遊具のあ

る公園は貴重な遊び場となっており、ほいほい広場は、その役割を担う唯一の公園

であることは確かであります。時代が、背景が変わっていくと村長おっしゃられま

したように、公園ができた目的は自然をということでしたが、利用者のニーズにで

きるだけ今後応えられるよう地域住民の皆様の力をお借りしながら未来に続く、住

みよいまちづくりを目指していくことを望みます。 

   これ本当に最後です。なぜほいほい広場と名付けられたのか、御存じの方はいら

っしゃいますでしょうか。尋ねたり、調べたりいろいろしたのですが、最終的には

この答えに行き着きました。山の神と川の神がこの場所でほいほいと声を掛け合う

ことから名付けられたということですが、真相はいかにです。 

   これで私の一般質問を終わります。ありがとうございます。 

○議長（那須良策君） ３番、小川恵さんの一般質問を終わります。 

続きまして、２番、杉野貴文君。 

○２番（杉野貴文君） はい、２番、杉野です。それでは、議長から発言の許可があり

ましたので、通告書に基づきまして一般質問をいたします。 

熱中症対策について質問いたします。 

例年にも増して猛暑に見舞われました昨年の夏でございますが、熊本県内は３５

度超えの記録的な暑さが続き、あさぎり町では、３８.４℃と観測史上最高気温を

更新した日もございました。熱中症警戒アラートが連日発表され、日中の不要不急

の外出自粛の呼びかけも目立ちました。今年の気象庁による向こう３か月間の長期

予報においても平均気温が高くなる見込みとなっております。そうなってきますと

熱中症罹患リスクの高まりが懸念されるわけですが、昨年４月に改正気候変動適応

法が施行され、従来の熱中症警戒アラートより一段階上の警戒情報である熱中症特

別警戒アラートが創設されております。今後、広域的に過去に例のない危険な暑さ

等により、熱中症救急搬送者数の大量発生を招き、医療の提供に支障が生じるよう

な事態も危惧されるわけですが、近年の上球磨消防署管内の熱中症による救急搬送

の状況について伺います。 

○議長（那須良策君） 西本保健福祉課長。 

○保健福祉課長（西本克幸君） それでは、お答えいたします。 
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   上球磨消防署管内における熱中症の救急搬送の状況でございますけれども、一般

質問資料のですね、３ページをお願いいたします。ここに平成２７年から令和６年

までの１０年間の東分署を含んだ上球磨消防署管内における熱中症によります緊急

搬送の一覧表がございます。令和６年度で申し上げますと、熱中症による搬送が合

計で５６件となっております。平成２７年から令和５年までの９年間の熱中症によ

る救急搬送の平均は、年間２１件でございまして、令和６年は過去９年間の平均の

２.７倍という高い搬送率になっているような状況でございます。 

   また、令和２年と令和５年は、年間３０人を超える救急搬送数でございまして、

一昨年、昨年と近年が最も搬送数が多くなっている状況でございます。 

   各月ごとの状況を見てみますと、寒い期間の熱中症による搬送数は少ないものの、

気温が上がる７月から９月の期間は、特に搬送件数が多い状況が伺えます。 

   なお、表の下段に記載しておりますけれども、令和６年の搬送者５６人の年齢の

内訳でございます。０から１９歳が９人、２０歳代が２人、４０歳代が４人、５０

歳から６４歳が４人、６５歳以上が３７人となっており、高齢者の搬送が多い状況

でございました。 

   また、場所については、屋内における熱中症の搬送者は３５人、その内、住居内

は２５人、工場などの仕事場が６人、学校などの教育機関２人、公衆施設２人とな

っています。令和６年の搬送状況を見ますと、屋内における高齢者の搬送割合が多

い状況でございますので、本村におきましても今後熱中症防止対策について住民に

周知してまいりたいと思います。 

   以上で、上球磨消防署管内における搬送状況についての答弁といたします。 

○議長（那須良策君） ２番、杉野貴文君。 

○２番（杉野貴文君） ただいま上球磨消防署管内の熱中症による救急搬送資料により

まして説明いただきましたが、令和６年の救急搬送件数が５６件と過去１０年間で

最も多く、過去９年間の平均値の２.７倍となっており、月別にみますと５月から

徐々に増加していき、７月、８月をピークに減少していっておりますが、１０月で

も搬送者がいらっしゃいます。また、屋内における高齢者の搬送割合が高いという

特徴もあるようでございます。 

   総務省消防庁の報道資料を見ましても、令和６年５月から９月の全国における熱

中症による救急搬送人員の累計は９万７,５７８人で、平成２０年の調査開始以降、

最も多い搬送人員となっております。年齢区分別では、６５歳以上の高齢者が最も

多く５７.４％、発生場所別では、住居が最も多く３８％と、上球磨消防署管内と

同じような傾向にあります。熱中症は、統計資料にございますように、高齢者の方、

また、仕事や作業のため屋外に出ておられる方のみならず、室内で過ごされている
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方も罹患する可能性が大きく、命の危険を伴う健康被害が深刻化しております。 

   そのような中、今月１日からは改正労働安全衛生規則の施行によりまして、企業

には熱中症対策が義務化され、従業員の安全配慮が強く求められ、具体的かつ強制

力のある熱中症対策が導入されることとなり、これまで以上に熱中症に対する危機

意識の高まりであると認識しております。 

   そこで、村内の各地域にございます公民館を涼みどころとして開放し、冷房設備

が整った施設で極端な高温気象条件による熱中症の危険を避け、安心してくつろぐ

ことができる休息場所とすることで、高齢者をはじめ、乳幼児、体に障害がある方、

病気や体調の悪い方など、熱中症リスクの高い方たちの熱中症予防につながるので

はないかと考えます。もちろん家庭でエアコン等の冷房設備を備えて暑さ対策をし

っかり行っていらっしゃる方もおられるとは思いますが、以外と高齢者の中には冷

房の使用を我慢されたり、使用されたとしても稼働時間を短く設定されたりするな

ど、そういった方もいらっしゃるのではないかと思います。近年のエネルギー、食

料品価格の上昇を考えますとなおさらだと感じております。そのことからも併せま

して、暑さが本格化する７月から残暑厳しい１０月頃までの必要な期間、各地域の

公民館を涼みどころとして住民に開放したことに伴います冷房設備使用による電気

料金の上昇分を区に助成することで住民の方が気兼ねなく公民館を使用できるので

はないかとも思うわけですけども、見解を伺います。 

○議長（那須良策君） 西本保健福祉課長。 

○保健福祉課長（西本克幸君） それでは、ただいまの質問についてお答えいたします。 

   一般質問資料のですね、４ページを御覧いただきたいと思います。まず、気象庁

の平均気温の推移について資料をつけておりますので、若干説明させていただきま

す。 

   ここに平均気温のデータを載せておりますけれど、１０年刻みの表になっており、

１３０年間の熊本県の各月ごとの気温の推移を表しているものでございます。２０

２４年の平均気温は、１８.９度であり、昨年は過去最高の平均気温も記録してお

ります。その中で、２０２４年７月の平均気温は２８.９度で１０年前の２０１４

年７月が２６.８度でございますので、比較しますと月平均気温が２.１度上昇して

おります。また、８月の比較では、２０２４年８月が３０.６度、１０年前が２６.

８度でございますので、３.８度の上昇、９月では、２０２４年が２９度、１０年

前の２０１４年が２４.３度でございまして４.７度の上昇と、いずれの月も夏場の

気温が特に上昇している状況でございました。また、８月の平均気温は、過去の統

計データ上、初めて３０度を超えている状況でもあり、地球温暖化現象は進んでい

る状況が伺えます。 
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   このように、今後も気温の上昇が見込まれる中、昨今の価格等高騰に併せ、電気

料金も高騰している状況でございます。これにより、冷房機の使用を控え、エアコ

ンを使用していなかった方が屋内で熱中症となり、救急搬送される事例も、先ほど

申し上げたとおり、毎年報道されております。今やエアコンは夏場を乗り切る大事

なアイテムとなっているのが現状でございます。 

   そこで、本村でも公共施設をクーリングシェルターとして利用していただくこと

も可能ですが、議員がお話されたように、身近にある地区の公民館は距離の面から

しても休憩先として利用しやすいことと思います。しかし、地区の公民館を開放す

るには、鍵の貸出しなど区での対応が必要でございますので、まずは各区の御意見

を伺いながら協議させていただく必要がございます。区の了解が得られまして、公

民館を利用することが可能となりますと、あとは区での運用にお任せすることにな

りますが、区での負担も出てまいりますので、その場合、村のほうで必要な助成を

行うなど検討しなくてはならないと考えております。 

   関連になりますけれども、今年度から村の単独補助事業といたしまして、６５歳

以上の方で収入が老齢基礎年金のみの受給者の方を対象に、高齢者生活支援給付金

を１人当たり２万円給付するようにしておりますので、自宅での電気料等にも役立

てていただきたいと思います。 

   以上でございます。 

○議長（那須良策君） ２番、杉野貴文君。 

○２番（杉野貴文君） 今説明にありましたように、１０年前と比較して昨年は７月が

２.１度、８月が３.８度、９月が４.７度と月平均気温が上昇しておりまして、最

高気温、最低気温ともに上昇している状況が伺えますし、冷房設備がないと快適に

過ごすことができない気象条件になってきております。課長が言われましたように、

公民館の開放となりますと、鍵の管理や利用規定など区によりまして運用の違いが

あるかと思いますので、対応については、実情に応じて区に委ねられるのかと思い

ます。また、村の単独補助事業である高齢者生活支援給付金といった手厚い補助制

度も暑さ対策などに有効に活用いただきたいと思います。 

   先ほど課長のほうから公民館の利用が可能となった場合の区の負担について、村

の方で必要な助成を検討するといった答弁をいただいたわけですが、まずは公民館

を涼みどころとして開放、利用することについて住民への意向調査をはじめとする

試験的な試行期間を設けるなどのモニタリングを行うことや、助成金算定のための

電気料金調査等も併せて取り組むことから検討してはいかがと思うわけですが、よ

ろしければ見解を伺います。 

○議長（那須良策君） 西本保健福祉課長。 
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○保健福祉課長（西本克幸君） それでは、お答えいたします。 

   今、質問があったように、村としては、各地区の公民館を熱中症対策として開放

することはですね、利用者がいるというのが前提でございますので、７月に区長会

もございますので、その場でちょっと説明をさせていただいて御意見を伺いたいと

思っております。併せまして、議員おっしゃったように電気料等のモニタリングを

行いながら、現在の補助制度のほかに何らかいい施策がないかまた検討材料として

今後進めてまいりたいと思います。まずは現状を把握したいと思います。 

   以上でございます。 

○議長（那須良策君） ２番、杉野貴文君。 

○２番（杉野貴文君） ただいま７月の区長会での説明や現状の把握から取り組むとい

った前向きな答弁をいただきました。早速の御対応に期待をいたしたところでござ

います。 

これまで熱中症予防の観点から公民館の地域開放について見解を伺ってきたわけ

ですが、現在、公民館は主に区の行事や百歳体操などの介護予防や健康教室の場と

して利用されております。人口減少、高齢化の進展により、集落の存在自体が危惧

され、地域の連帯意識が希薄になる傾向にある中で、涼みどころとして開放するこ

とでさらに住民が自発的に集いやすい機会が増え、新たなコミュニティ活動を誘発

させる要因となることも期待できるのではないかと思うわけですが、見解を伺いま

す。 

○議長（那須良策君） 西本保健福祉課長。 

○保健福祉課長（西本克幸君） それでは、お答えいたします。 

   現在、各地区におきましては、介護予防運動としまして、住民運営の通いの場、

百歳体操が村内の１５集落で取り組まれ、１２か所の公民館で実施されております。

また、社協が行っているふれあい会のほか、村が主体として取り組む元気クラブ、

元気が出る学校など、健康寿命を延ばすための介護予防の推進は今後も重要なこと

だと思っております。そのような中、今お話しました各地区で行われている百歳体

操やふれあい会の介護予防運動をそのまま休憩を兼ねて公民館に残り、暑い時間帯

を涼んでいただくことにより熱中症を防ぐこともできると思いますし、また、車を

運転されない方がですね、公民館まで行けないことも考えられますので、そのよう

な方については、地区の住民の方が声掛けをしていただき、誘っていただくことに

よって介護予防活動への参加を促すことができると思っております。 

   そこで、地区の住民のよりどころを日頃から確保できていれば、介護予防活動へ

の足掛かりにもなりますし、さらに、集いの場としての地域コミュニティの活性化

と住民の連帯意識向上にもつながることが期待できると思っております。 
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   これに関連しまして、介護予防運動の推進を図るため、令和６年度から介護予防

拠点活動補助金としまして、百歳体操が行われている１２か所の実施地区につきま

して補助金を支出しております。参加人数にもよりますが、１１人以上の参加者が

おられますと月３,０００円の１２か月分を補助金として支出し、光熱水費や消耗

品、食糧費等に使用していただけるようにしており、住民が集いやすい施策も実施

しているところでございます。 

   以上でございます。 

○議長（那須良策君） ２番、杉野貴文君。 

○２番（杉野貴文君） 課長が言われましたように、介護予防運動の延長で暑い時間帯

の待避場所として公民館を利用いただくことも可能となりますし、その際のお茶菓

子代等に使える予算も措置されております。 

   また、このような取組がきっかけとなり、引きこもりの防止や単身高齢者の孤独

の解消なども期待できるのではないかと思います。 

   政府は、今年の酷暑対策として、２０２５年度予算の予備費をもち、７月から９

月分の電気・ガス料金への補助を再開し、家計を支援する方針や電力の需給予備率

が３％を超える、７％以上を確保できる見通しとして、節電要請は行わない予定と

しておりますが、いずれも時限的な再開の繰り返しとなっております。 

   個人宅の電気料金の負担軽減はできましても、そのことでコミュニティ活動の誘

発にはつながらないと思います。 

   昨年度の水の恵み交付金を財源とした水上村地域コミュニティ活動支援助成金の

利用団体は、４団体のようでございますが、住民が集いやすい機会を増やすことで、

ほかの活動にも派生していく可能性があるのではないかとも思います。 

   このようなことから、一つ目は、熱中症予防対策、二つ目は、地域のコミュニテ

ィ活動の機運醸成の観点から、公民館の地域開放につきまして質問させていただき

ました。 

   熱中症特別警戒アラートが発表され、自治体の判断で、いわゆるクーリングシェ

ルターとして指定した公共施設を開放するのではなく、住民の主体的な判断で、身

近な公民館を涼みどころとして利用できた方が現実的であると思います。その際、

住民がためらわれるのが、電気料金の上昇だと思われます。 

   先ほど区長会への説明、住民への意向調査やモニタリングを行うなど、前向きな

答弁をいただきました。この取組が住民の健康を守り、福祉の向上につながります

ことを御期待いたしまして、一般質問を終わらせていただきます。ありがとうござ

いました。 

○議長（那須良策君） ２番、杉野貴文君の一般質問を終わります。 
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   以上で、一般質問を終わります。 

ここで昼食のため暫時休憩します。再開を午後１時といたします。 

－－－－－○－－－－－ 

休憩 午前１１時４５分 

再開 午後 １時００分 

－－－－－○－－－－－ 

○議長（那須良策君） 休憩中の会議を再開します。 

お諮りします。日程第５ 報告第１号から日程第６ 報告第２号まで関連があり

ますので、一括して上程したいと思いますが、異議ありませんか。 

［｢異議なし｣と呼ぶ声あり］ 

○議長（那須良策君） 異議なしと認めます。 

一括して上程します。 

－－－－－○－－－－－ 

日程第５ 報告第１号 令和６年度水上村一般会計繰越明許費繰越計算書の報告につ

いて 

日程第６ 報告第２号 令和６年度水上村一般会計事故繰越繰越計算書の報告につい

て 

○議長（那須良策君） 日程第５ 報告第１号 令和６年度水上村一般会計繰越明許費

繰越計算書の報告について、日程第６ 報告第２号 令和６年度水上村一般会計事

故繰越繰越計算書の報告についてを議題といたします。 

説明を求めます。田代総務課長。 

○総務課長（田代浩章君） それでは、議案書①の２ページをお願いいたします。報告

第１号 令和６年度水上村一般会計繰越明許費繰越計算書。 

   地方自治法第２１３条第１項の規定により下記のとおり繰越しをいたしましたの

で、地方自治法施行令第１４６条第２項の規定により報告するものでございます。 

   令和６年度水上村一般会計繰越明許費繰越計算書でございますが、合わせて１３

件、３億９,９７６万３,０００円の事業繰越を行ってございます。 

   １件目、最初になります、地域公共交通対策費につきましては、球磨川鉄道安定

化補助金、災害復旧分で球磨川４橋梁建設工事第３期工事等に伴うものでございま

して、こちらは、工事完了を受けて令和８年３月までの交付を予定してございます。 

   ２件目の移住定住推進事業費につきましては、岩野地区村有住宅、旧坂本邸整備

工事に伴うもので、６月末の完了を予定してございます。 

   ３件目、スポーツ環境整備事業につきましては、陸上競技場４００メートルトラ

ック造成工事第１期工事、こちらは駐車場整備に係るものでございまして、事業完
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了は年度末を予定してございます。 

   ４件目、次の道路新設改良費につきましては、村道石舟五本松線道路改良事業に

係るもので、こちらは令和６年度当初分と国の令和６年度補正分がございまして、

当初分につきましては、令和７年の１０月末、補正分につきましては、年度末に完

了予定でございます。 

   ５件目、橋梁長寿命化改築事業につきましては、国の令和６年度補正による北目

平谷線無名橋補修工事設計業務委託に係るもので、こちら事業完了は年度末を予定

してございます。 

   ６件目、６年災農地等災害復旧費につきましては、神揚高澄地区農地災害復旧工

事に係るもので、事業完了は年度末を予定してございます。 

   ７件目、６年災林道施設災害復旧費につきましては、林道湯山峠小崎線と川内線

の災害復旧工事に係るもので、こちらは２路線とも年度末の事業完了を予定してご

ざいます。 

   ８件目になります。５年災農地等災害復旧費につきましては、舟石①地区の農地

災害復旧工事に係るもので、事業完了は年度末を予定してございます。 

   ９件目、５年災林道施設災害復旧費につきましては、林道幸野線災害復旧工事に

係るもので、事業完了は１２月を予定してございます。 

   １０件目、４年災林道施設災害復旧費につきましては、林道倉谷線災害復旧工事

に伴う地質調査に係るもので、事業完了は１０月を予定してございます。 

   １１件目、２年災林道施設災害復旧費につきましては、林道美尾谷線災害復旧工

事に係るもので、事業完了は年度末を予定してございます。 

   １２件目、６年災公共土木施設災害復旧費につきましては、祓川河川災害復旧工

事に係るもので、令和７年８月に発注予定でございまして、事業完了は年度末を予

定してございます。 

   １３件目、最後になります。４年災公共土木施設災害復旧費につきましては、村

道黒尾谷線道路災害復旧工事、それから、村道麦地湯山峠線道路災害復旧工事に係

るもので、黒尾谷線につきましては１０月、麦地湯山峠線につきましては年度末の

事業完了を予定してございます。 

   以上、１３件、３億９,９７６万３,０００円でございます。 

   次に、議案書３ページをお願いいたします。報告第２号 令和６年度水上村一般

会計事故繰越繰越計算書。 

   地方自治法第２２０条第３項の規定により下記のとおり繰越しをいたしましたの

で、地方自治法施行令第１５０条第３項の規定により、報告するものでございます。 

   令和６年度水上村一般会計事故繰越繰越計算書でございますが、今回５件の事業
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繰越を行ってございます。 

   １件目の５年災林道施設災害復旧費につきましては、幸野線に係るもので、現在

施工中でございまして、年度末の事業完了を予定してございます。 

   ２件目の４年災農地等災害復旧費につきましては、舟石②、④地区災害復旧工事

に係るもので、こちらも現在施工中で、年度末の事業完了を予定してございます。 

   ３件目の４年災林道施設災害復旧費につきましては、上米良大平線、倉谷線、梅

木鶴線災害復旧工事に係るもので、こちらも現在施工中で年度末の事業完了を予定

してございます。 

   ４件目になります、２年災林道施設災害復旧費につきましては、梅木鶴線災害復

旧工事に係るもので、こちらも現在施工中で年度末の事業完了を予定してございま

す。 

   ５件目、最後になります、４年災公共土木施設災害復旧費につきましては、麦地

湯山峠線道路災害復旧工事に係るもので、こちらは４月３０日に完了してございま

す。 

   合計５件、２億３,３９７万５,７７０円でございます。 

   以上で、報告第１号、第２号の説明を終わります。御審議方、よろしくお願いい

たします。 

○議長（那須良策君） 説明を終わります。 

質疑を行います。質疑ありませんか。 

［「ありません」と呼ぶ声あり］ 

○議長（那須良策君） 質疑なしと認めます。質疑を終結します。 

報告を終わります。 

－－－－－○－－－－－ 

日程第７ 諮問第１号 人権擁護委員候補者の推薦について 

○議長（那須良策君） 日程第７ 諮問第１号 人権擁護委員候補者の推薦についてを

議題といたします。 

提案理由の説明を求めます。中嶽村長。 

○村長（中嶽弘継君） それでは、議案書①の４ページでございますが、諮問第１号に

ついて御説明を申し上げます。 

   人権擁護委員候補者の推薦についてでございますが、人権擁護委員法第６条第３

項の規定に基づきまして、法務大臣に対し、次の者を人権擁護委員候補者に推薦し

たいので、議会の意見を聞くものでございます。 

   氏名、岩崎明美、生年月日、昭和３６年１１月２８日、住所、水上村大字湯山６

１１番地３、任期は３年でございます。 
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   提案理由でございますが、岩崎さんが令和７年９月３０日に任期満了を迎えるこ

とから、再任をまたお願いしたく、今回議会の意見を聞くものでございます。 

   岩崎さんは、球磨郡内の高校を卒業後、愛知県の女子短期大学に進学され、卒業

後は、昭和５８年９月から水上村の保育所で嘱託職員として勤務をされ、その後、

平成３年７月からは、水上村社会福祉協議会職員として桜寿苑での通所介護員やホ

ームでの訪問介護員等を担っておられます。令和４年３月末日に退職をされました

が、その後は社会福祉協議会の再任用職員として現在訪問介護員サービス提供責任

者として勤務をしていただいている方でございます。勤務をしておられますが、計

画性をもって業務に支障なく対応できている現状から、今回、再度提案をさせてい

ただくものでございます。人格・識見ともともに高く、広く社会の事情にも精通し

ておられる方でございまして、今回、最適任者として再度推薦をするものでござい

ます。 

   議員各位の御賛同を賜りますようによろしくお願い申し上げまして、説明を終わ

りたいと思います。よろしくお願いします。 

○議長（那須良策君） 説明を終わります。 

質疑を行います。質疑ありませんか。 

［「ありません」と呼ぶ声あり］ 

○議長（那須良策君） 質疑なしと認めます。質疑を終結します。 

討論を行います。討論ありませんか。 

［「ありません」と呼ぶ声あり］ 

○議長（那須良策君） 討論を終結します。 

本件を採決することに異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ声あり］ 

○議長（那須良策君） 異議なしと認めます。 

本件に賛成の方、挙手を願います。 

［挙手全員］ 

○議長（那須良策君） 全員賛成でございます。よって、諮問第１号 人権擁護委員候

補者の推薦については、原案のとおり賛成することに決定いたしました。 

－－－－－○－－－－－ 

日程第８ 議案第１号 専決処分事項の承認を求めることについて 

（水上村税条例の一部を改正する条例） 

○議長（那須良策君） 日程第８ 議案第１号 専決処分事項の承認を求めることにつ

いて（水上村税条例の一部を改正する条例）を議題といたします。 

提案理由の説明を求めます。堤田税務住民課長。 
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○税務住民課長（堤田江美子君） それでは、専決処分によります議案説明をさせてい

ただきます。議案書の５ページをお願いいたします。 

議案第１号 専決処分事項の承認を求めることについて。地方自治法第１７９条

第１項の規定により、別添専決処分書のとおり処分したので、同条第３項の規定に

より報告し、議会の承認を求めるものでございます。 

次のページをお願いいたします。 

専決処分書。地方自治法第１７９条第１項の規定により、別添のとおり専決する。

専決日は令和７年３月３１日でございます。 

専決の理由としまして、地方税法等の一部を改正する法律が令和７年４月１日か

ら施行されているため。 

７ページをお願いいたします。 

専決第１号 水上村税条例の一部を改正する条例の改め文です。７ページから１

１ページとなっております。 

今回の水上村税条例の一部改正の概要でございますが、令和７年度税制改正の大

綱に基づく地方税法等の一部を改正する法律が令和７年３月３１日に公布、４月１

日から施行されております。これに併せまして、水上村税条例につきましても税法

改正に伴う引用条文の改正が必要でございますので、水上村税条例の一部改正につ

いて、令和７年３月３１日に専決処分し、４月１日より施行しているものでござい

ます。 

内容は大きく５つとなっており、公示送達関係、個人村民税関係、軽自動車税関

係、固定資産税関係、たばこ税関係でございます。物価上昇局面における税負担の

調整及び就業調整への対応などとなっており、条文追加及び条項のずれの改正、文

言の読み替えなど、法整備に併せた一部改正を行っております。内容につきまして

は、議案説明資料で御説明をさせていただきます。 

議案説明資料２ページをお願いいたします。 

今回の改正に伴う水上村税条例の一部改正事項で、条項ごとの改正内容をお示し

したものでございます。条例ごとに御説明をさせていただきます。なお、文言の改

正及び改正に伴うところの条ずれ等は割愛させていただき、主な部分のみの説明と

させていただきます。 

条例第１８条です。公示送達について、インターネットを用いる方法の定義を示

した省令改正に伴うものでございます。 

第３４条の２は、所得控除におきまして、控除すべき金額について特定親族特別

控除額を追加したものでございます。 

第３６条の２第１項は、村民税の申告におきまして、特定親族特別控除の創設に
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伴います公的年金等受給者の個人住民税申告義務に係る規定の整備でございます。 

第３６条の３の２第１項では、給与所得者の扶養親族等申告書記載事項につきま

して、特定親族を追加したものとなっております。 

次の同条の３の３第１項につきましては、公的年金等受給者の扶養親族等申告書

で特定親族特別控除の創設に伴います公的年金等受給者の扶養親族等申告義務に係

る提出義務規定等が整備されたものとなっております。 

第８２条です。軽自動車税種別割の税率につきまして、標準税率の区分の見直し

に伴う税率区分の改正となっております。 

次のページをお願いいたします。第８９条第２項は、軽自動車税種別割の減免に

つきまして、標準課税率の区分の見直しに伴う減免申請書の記載事項に係る規定が

整備されたものとなっております。 

第９０条第２項及び第３項は、身体障害者等に対する軽自動車税種別割の減免に

つきまして、マイナ免許証の運用開始に伴う減免申請時の運転免許証提示義務に係

る規定等の整備となっております。 

附則第１０条の３は、新築住宅等に対する固定資産税の減額の規定に適用を受け

ようとすべき者がすべき申告で、特定マンションに係る特例について、申告書の提

出がない場合でも一定の要件に該当すると認められた場合には、特例を適用するこ

とができる規定が新設されたものとなっております。 

最後の附則第１６条の２の２、加熱式たばこに係るたばこ税の課税標準の特例に

ついて新設されたものとなりますが、加熱式たばこの課税方式を見直し、２段階に

分けて１本あたりの税額を紙たばこと同等にするものでございます。 

議案書の１０ページに戻っていただきまして、施行期日についてでございます。

令和７年４月１日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定

める日からそれぞれ施行し、以降につきましては、それぞれ経過措置を定めるもの

となっております。 

以上でございますが、議案説明資料の４ページから１６ページにかけ、ただいま

説明しました改正内容の新旧対照表を載せておりますので御確認をお願いいたしま

す。 

以上で、議案第１号 水上村税条例の一部を改正する条例の説明を終わります。

御審議方、よろしくお願いいたします。 

○議長（那須良策君） 説明を終わります。 

質疑を行います。質疑ありませんか。 

［「ありません」と呼ぶ声あり］ 

○議長（那須良策君） 質疑なしと認めます。質疑を終結します。 
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討論を行います。討論ありませんか。 

［「ありません」と呼ぶ声あり］ 

○議長（那須良策君） 討論を終結します。 

本件を採決することに異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ声あり］ 

○議長（那須良策君） 異議なしと認めます。 

本件を承認することに賛成の方は、挙手を願います。 

［挙手全員］ 

○議長（那須良策君） 全員賛成でございます。よって、議案第１号 専決処分事項の

承認を求めることについて（水上村税条例の一部を改正する条例）は、原案のとお

り承認することに決定いたしました。 

－－－－－○－－－－－ 

日程第９ 議案第２号 専決処分事項の承認を求めることについて 

（水上村国民健康保険税条例の一部を改正する条例） 

○議長（那須良策君） 日程第９ 議案第２号 専決処分事項の承認を求めることにつ

いて（水上村国民健康保険税条例の一部を改正する条例）を議題といたします。 

提案理由の説明を求めます。堤田税務住民課長。 

○税務住民課長（堤田江美子君） 続きまして、議案書１２ページをお願いいたします。 

議案第２号 専決処分事項の承認を求めることについて。地方自治法第１７９条

第１項の規定により、別添専決処分書のとおり処分したので、同条第３項の規定に

より報告し、議会の承認を求めるものでございます。 

次のページをお願いいたします。 

専決処分書。地方自治法第１７９条第１項の規定により、別添のとおり専決する。

専決日は令和７年３月３１日でございます。 

   専決の理由としまして、地方税法等の一部を改正する法律が令和７年４月１日か

ら施行されるため。 

   １４ページをお願いいたします。 

   専決第２号 水上村国民健康保険税条例の一部を改正する条例の改め文でござい

ます。内容は議案説明資料で御説明をさせていただきます。 

   説明資料の１７ページをお願いいたします。 

   国民健康保険税条例の一部改正概要でございます。議案第１号と同様、令和７年

度税制改革の大綱におきまして、地方税法施行令が令和７年４月１日から施行され

ていることに伴い、国民健康保険税の基礎賦課分及び後期高齢者支援金賦課限度額

の引き上げとともに、５割軽減及び２割軽減の対象世帯に係る軽減判定所得の基に
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なる判定基準額を上げるものでございます。 

   まず、第２条第２項及び第２３条第１項では、国民健康保険税を算出する際の一

般医療分の賦課限度額を６５万円から６６万円に引き上げるもの、また、第２条第

３項中及び第２３条第１項中、後期高齢者支援金等賦課分に係る限度額を２４万円

から２６万円にそれぞれ引き上げとなります。 

   第２３条第１項は、軽減判定所得の見直しの改正によりまして５割軽減の対象と

なる世帯、１人当たりの加算額を２９万５,０００円から３０万５,０００円に引き

上げ、２割軽減の対象となる世帯につきましても５４万５,０００円から５６万円

に引き上げるものでございます。 

   １８ページから１９ページは、今回の条例改正に係る新旧対照表でございます。

御確認いただければと思います。 

   戻っていただきまして、議案書１４ページになります。 

   施行期日につきまして、令和７年４月１日から施行する。適用区分につきまして

は、令和７年度以降の国民健康保険税について適用し、令和６年度までの国民健康

保険税については、従前の例によるところになります。 

   以上、水上村国民健康保険税の一部を改正する条例の説明を終わります。御審議

方、よろしくお願いいたします。 

○議長（那須良策君） 説明を終わります。 

質疑を行います。質疑ありませんか。 

［「ありません」と呼ぶ声あり］ 

○議長（那須良策君） 質疑なしと認めます。質疑を終結します。 

討論を行います。討論ありませんか。 

［「ありません」と呼ぶ声あり］ 

○議長（那須良策君） 討論を終結します。 

本件を採決することに異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ声あり］ 

○議長（那須良策君） 異議なしと認めます。 

本件を承認することに賛成の方、挙手を願います。 

［挙手全員］ 

○議長（那須良策君） 全員賛成でございます。よって、議案第２号 専決処分事項の

承認を求めることについて（水上村国民健康保険税条例の一部を改正する条例）は、

原案のとおり承認することに決定いたしました。 

－－－－－○－－－－－ 

日程第１０ 議案第３号 財産の取得について（スポーツサイエンス事業） 
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○議長（那須良策君） 日程第１０ 議案第３号 財産の取得について（スポーツサイ

エンス事業）を議題といたします。 

提案理由の説明を求めます。甲斐地方創生推進課長。 

○地方創生推進課長（甲斐 敦君） 議案書１５ページをお願いします。 

議案第３号 財産の取得について御説明申し上げます。 

次のとおり財産を取得するにつき議会の議決を求めるものでございます。 

提案理由としましては、スポーツ環境整備事業におけるスポーツサイエンス施設

整備として財産を取得するに当たり、地方自治法第９６条第１項第８号の規定及び

水上村議会の議決に付すべき契約及び財産の取得または処分に関する条例第３条の

規定により、議会の議決を経る必要があるためでございます。 

取得財産につきましては、１、三次元動作解析システム関係備品一式、２、輻射

式冷暖房システム関係備品一式、３、寝具関係備品一式、４、計測機器関係備品一

式でございます。 

取得財産ごとの詳細につきましては、次ページからにより御説明いたします。議

案書の１６ページをお願いします。 

まず、三次元動作解析システム関係備品でございますが、三次元動作解析システ

ム１台、赤外線動作計測用カメラ４台、収録解析用ワークステーション１台、呼吸

代謝測定装置１台、床反力計２枚、心電、床反力計収録システム１台でございまし

て、用途につきましては、赤外線型のハイスピードカメラを用いて人体や物体の動

きをリアルタイムに計測し、短時間で高精度の動作解析を行うものでございます。

また、合宿等で来られたアスリートを対象に呼吸代謝、床反力、心電を計測、解析

し、フィードバックを行うことで競技力向上、けがの予防、ふだんの練習に役立て

るものでございます。 

取得の方法は、指名競争入札でございます。 

取得金額が３,６９６万円、消費税込みの金額でございます。 

取得の相手方は、長野県松本市和田４０１０－１０、キッセイコムテック株式会

社、代表取締役城取学でございます。 

議案書１７ページをお願いします。 

続きまして、輻射式冷暖房システム関係備品につきましては、輻射式冷暖房シス

テム１１台、大部屋用のエアコン１台でございまして、用途につきましては、エア

コンと輻射パネルを融合したハイブリッド型輻射空調システムを導入することで、

一般的な電気式パネルヒーターと比較してランニングコストの削減を行い、エアコ

ンだけでは実現できなかった温度ムラのない居心地の良い空間を創り出すもので、

輻射式空調を利用することで室内の温度差が小さく身体への負担の少ない快適な環
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境を創り出すものでございます。 

取得の方法は、指名競争入札でございます。 

取得金額が１,２５９万７,２００円、消費税込みの金額でございます。 

取得の相手方は、熊本市中央区水前寺２－１７－７、株式会社エコファクトリー、

代表取締役村上尊由でございます。 

議案書１８ページをお願いします。 

続きまして、寝具関係備品につきましては、木製シングルサイズベッド１８台、

木製セミダブルサイズベッド１２台、木製２段ベッド、シングルでございますが６

８台、３種類全てにおいてベッド、マットレス、枕、毛布、布団、敷パッドを含み

ます。用途につきましては、合宿等で来られた実業団、学生の宿泊に利用するもの

で、宿泊１４部屋に分け備え付けるものでございます。 

取得の方法は、指名競争入札でございます。 

取得金額が１,３６２万９,０００円、消費税込みの金額でございます。 

取得の相手方は、東京都中央区京橋１－６－１３、ライズ東京株式会社、代表取

締役吉川立洋でございます。 

議案書１９ページをお願いします。 

最後に、計測機器関係備品でございます。高圧酸素ルーム２台、酸素濃縮器２台、

アスリート向け下半身筋力測定器１台、住民向け下半身筋力測定器１台、上半身筋

力測定器１台、心肺機能測定用ランニングマシン１台、関節・バランス・体組成・

認知能力測定のための簡易身体測定器２台でございまして、用途につきましては、

三次元動作解析システムなどと機器を組み合わせることにより、ランニングフォー

ムや心肺機能の計測及び関節の可動域の分析、身体バランス、体組成の把握、認知

能力のチェックを行い、アスリートの基礎体力の増強及び住民の健康寿命の向上に

役立てるものでございます。 

取得の方法は、指名競争入札でございます。 

取得金額が３,３２９万９,９９９円、消費税込みの金額でございます。 

取得の相手方は、宮崎県宮崎市吉村町北原甲１４３７－４、ＭＬＴ株式会社、代

表取締役榎木祐介でございます。 

入札の結果の詳細につきましては、右肩番号②議案説明資料の２０ページから２

３ページを御覧いただきたいと思います。令和７年５月３０日午後２時に執行いた

しました入札の結果でございます。 

以上、説明を終わります。 

○議長（那須良策君） 説明を終わります。 

質疑を行います。質疑ありませんか。 
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７番、米本宗徳君。 

○７番（米本宗徳君） はい、７番です。 

   １と４は利用するに当たり、料金が発生するのか、しないのか。発生するとした

ら幾らぐらいを想定されているか教えてください。 

○議長（那須良策君） 甲斐地方創生推進課長。 

○地方創生推進課長（甲斐 敦君） では、お答えします。 

   三次元動作解析システムと計測機器関係につきましては、旧湯山小学校の改築工

事完了前に施設の設置条例等制定することになります。そのときに合わせて協議し

ていきたいと今考えておりますので、時期をみて全員協議会等で御審議いただきた

いと思っております。今のところまだ想定はしておりません。 

   以上です。 

○議長（那須良策君） ７番、米本宗徳君。 

○７番（米本宗徳君） すみませんが、利用料金が発生するかしないかを。金額はまだ

そのときでいいですけど、発生するかしないかだけを教えてください。 

○議長（那須良策君） 甲斐地方創生推進課長。 

○地方創生推進課長（甲斐 敦君） お答えします。 

   多分施設の使用料という形の料金徴収体系になるかと思いますので、機器をこれ

を使ったらお幾ら、これを使ったらお幾らという料金体系にはならないと思います。 

   以上です。 

○議長（那須良策君） ほかにありませんか。 

   ６番、荒嶽晋君。 

○６番（荒嶽 晋君） すみません、同じく、１番と４番の財産取得に関してなんです

が、こういう機器を導入するに当たって、こういう機器が必要になりますよ、こう

いう機器があったがいいですよというアドバイス等はどちらからいただいて購入に

至るんですか。 

○議長（那須良策君） 甲斐地方創生推進課長。 

○地方創生推進課長（甲斐 敦君） 多分熊本保健科学大学のアドバイス、協議と思い

ます。 

○議長（那須良策君） ６番、荒嶽晋君。 

○６番（荒嶽 晋君） スポーツサイエンス施設整備ということで、おそらく保健科学

大かなというところは思ってたんですが、決して安い金額ではないですし、まだ利

用料も決められておりません。まだ決める段階にはないということですが、やはり

その後の何ですか、メンテナンス等と考えたときにも、結構独自な機械やシステム

になっていると思うんで、そのメンテナンスにかかるようなある程度の料金は取る
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必要があるのではないかなと、個人的には考えておりますので、今後の全協なり、

またそのときに十分調査した上での報告をお願いしたいと思います。 

   以上です。  

○議長（那須良策君） ほかにありませんか。 

   ５番、山崎隆浩君。 

○５番（山崎隆浩君） はい、すみません、私も繰り返しになりますが、取得財産の１

と４について、ちょっとお伺いしたいと思います。 

   かなり専門的な知識を持たないと取扱いができないような機器も載っているよう

に見るんですが、これは誰でも取扱いができるものなのか。先ほどちょっと出まし

た熊保大の方々が来てそのあたりの分析等々を行われるのか。また、その例えば熊

保大の方が来られないと使えないのであれば、どのぐらいの頻度を想定されている

のか。年間に対して、どのぐらい来られて、どの程度のこの機器を利用されるのか。 

○議長（那須良策君） 甲斐地方創生推進課長。 

○地方創生推進課長（甲斐 敦君） お答えします。 

   今、議員言われたとおり、熊本保健科学大学等々のデータ蓄積とか、そういうの

に使うためのものだと私も思っておりますので、そちらのほうが機器の使用に関し

てはされると。ただ、今うちにも地域おこし協力隊がおりまして、機器の取扱いと

か、そういうのにもちょっと今勉強に行っておりますので、そちらのほうでも使え

るのかなというふうに考えております。 

   ちょっと頻度についてはまだちょっと未定でございます。 

○議長（那須良策君） ５番、山崎隆浩君。 

○５番（山崎隆浩君） はい、ぜひ熊保大の方だけじゃなくても使える機器があるので

あれば、できるだけこう住民の健康寿命の向上ともうたってありますので、できる

だけ利用ができるような体制をお願いしたいと思います。 

   あとすみません、もう１点お願いします。 

   これも財産取得の今度はですね、２と３ですかね。輻射式冷暖房システム、これ

が１１台と１台で１２台の導入、大部屋ともう１つは書いてありますが、実際、寝

具のほうは全て合わせると１４部屋に分け備えつけるものということで、２つの部

屋はこの冷暖房システムができないのか、もしくは大部屋が兼ね備えているのか、

ちょっとここをお伺いしたいと思います。 

○議長（那須良策君） 甲斐地方創生推進課長。 

○地方創生推進課長（甲斐 敦君） お答えします。 

   エアコンにつきましては、今、既存のエアコンもございます。部屋の間仕切りの

仕様では既存のやつが使えるところについてはエアコンを設置しないと。既存のや
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つは使う。例えば、個室になったり、間仕切りをして部屋が分断されたりというと

ころにはエアコンをつけなければならない。新設の部屋にもつけなければならない。

実際まだエアコンがついてない部屋もございますので、その辺を合わせたところの

１２台という形になります。よろしいでしょうか。 

○議長（那須良策君） ５番、山崎隆浩君。 

○５番（山崎隆浩君） すみません、少し私勘違いしてたところもあるのかもしれませ

んが、エアコンと輻射パネルを融合したハイブリッド型輻射空調システムというこ

とだったので、既存のエアコンを利用して輻射パネルに流してやる方法のことなの

かなと思ったんですが、そうではなかったということですかね。 

○議長（那須良策君） 甲斐地方創生推進課長。 

○地方創生推進課長（甲斐 敦君） お答えします。 

   ちょっと説明が足らずにすみません。今回、備品として購入するエアコン１２台

につきましては、輻射パネルとエアコンがセットになっています。で、既存のエア

コンがついている部分に関しては、旧湯山小学校の改築工事の工事費の中で輻射パ

ネルをつけるような形を取っていきたいと考えておりますので、全て輻射パネルを

融合したハイブリッド型になるということになります。 

○５番（山崎隆浩君） はい、分かりました。 

○議長（那須良策君） ほかにありませんか。 

   ７番、米本宗徳君。 

○７番（米本宗徳君） はい、すみません。先ほど荒嶽議員と山崎議員からあった質問

ですけれども、担当課長がこの４月からなったばかりでまだ詳しいことはひょっと

したら分からないんじゃないかなと思いますので、詳しい担当職員をあげていただ

き、その内容を説明していただきたいと思いますけど、いかがでしょうか。 

○議長（那須良策君） 米本議員、このあと全協がありますので、そのときにでもいい

でしょうか。 

○７番（米本宗徳君） えっと、採決する前にその内容を聞かないと。何かすみません、

何かまだちょっと詳しい説明じゃなかったもんですから。 

○議長（那須良策君） 暫時休憩します。 

－－－－－○－－－－－ 

休憩 午後１時４０分 

再開 午後１時５２分 

－－－－－○－－－－－ 

○議長（那須良策君） 休憩中の会議を再開します。 

   那須課長補佐。 
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○地方創生推進課課長補佐（那須裕平君） 先ほど御質問がありました説明について御

説明させていただきます。 

   まず、利用料につきましては、基本的には取るように考えております。ただ、住

民の方に関しましては、スポーツ庁の補助金で、健康寿命の補助金等もありますの

で、そこをみながらなるべく負担がかからないように補助事業でできるような対応

をしていきたいというふうに考えております。 

   先ほど課長からもお話がありましたように、そういったところを全協のほうでま

た御審議いただければというふうに思っております。 

   続きまして、メンテナンスの件ですけれども、一応備品購入につきましては、１

年間のメーカーさんの無料の保証がついておりますので、２年後以降にですね、メ

ンテナンス料のほうは発生してくるかなというふうに考えております。 

   それとですね、この利用方法につきましては、基本的には合宿の際は合宿客のほ

うをメインに計測していきたいと思っています。住民の方に関しては、合宿以外の

ですね、時間のある冬場とか、１０月以降とかに地区に分けてですね、集まってい

ただいて健康寿命を計測していただいて、それをずっと１年間ごとに蓄積しながら

健康寿命を延ばす、どこが悪い、どこを負荷をかけて体力トレーニングしていきま

しょうというような形で説明させていただきたいというふうに思っています。 

   ここの動作解析につきましては、今、うちの地域おこしの亀田というものがおり

ますけれども、熊本保健科学大学卒業生ですけども、医学療法士の免許を取ってお

りまして、この器具につきましては、大学院のときから使用しておりますので、こ

こは住民の対応の場合は、亀田のほうが全部継続、助言等は対応できるように今準

備を進めているところです。 

   合宿とかですね、住民の方がかなり多い対応になったときは、熊保大の教授さん、

生徒さんに来ていただいて、順次うまくさばけるようにですね、動けるような活動

をしていこうというふうに考えております。 

   以上です。 

○議長（那須良策君） ６番、荒嶽晋君。 

○６番（荒嶽 晋君） 先ほども聞いたですけど、この機械を導入にするに当たって、

そのアドバイスをいただいたのは、やはり保健科学大のほうからのアドバイスだっ

たんですか。 

○議長（那須良策君） 那須課長補佐。 

○地方創生推進課課長補佐（那須裕平君） これにつきましては、熊本保健科学大学、

サクラビレッジに入れておりますテクノジムさん、そういったところを入れて最先

端の計測ができるようなシステムを今回取り入れておりまして、熊本保健科学大学、
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水上村、テクノジムさん、こういった住民向けのこういった活動、こういった計測

をするのは全国で初となりますので、ここの包括連携をですね、視野に入れながら

全国にＰＲして健康寿命を延ばしていこうというふうに考えております。 

○議長（那須良策君） ６番、荒嶽晋君。 

○６番（荒嶽 晋君） すみません、もう１点だけ。 

   ベッドが導入されますね、寝具関係の備品ですけど、単純計算すると１つ当たり

１０数万円、一式ということですので、分からなくはないんですが、やはりアスリ

ート向けのベッドマットとか、枕とか、よくちまたでコマーシャルしているような

いいやつを導入されるんですか。 

○議長（那須良策君） 那須課長補佐。 

○地方創生推進課課長補佐（那須裕平君） お答えいたします。 

   このマットレス、枕等につきましては、高反発のアスリート向けのマットを導入

するように計画しております。 

○議長（那須良策君） ほかにありませんか。 

［「ありません」と呼ぶ声あり］ 

○議長（那須良策君） 質疑なしと認めます。質疑を終結します。 

討論を行います。討論ありませんか。 

［「ありません」と呼ぶ声あり］ 

○議長（那須良策君） 討論を終結します。 

本件を採決することに異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ声あり］ 

○議長（那須良策君） 異議なしと認めます。 

本件を可決することに賛成の方、挙手を願います。 

［挙手全員］ 

○議長（那須良策君） 全員賛成でございます。よって、議案第３号 財産の取得につ

いて（スポーツサイエンス事業）は、原案のとおり可決することに決定いたしまし

た。 

   暫時休憩します。 

－－－－－○－－－－－ 

休憩 午後１時５７分 

再開 午後１時５８分 

－－－－－○－－－－－ 

○議長（那須良策君） 休憩中の会議を再開します。 

－－－－－○－－－－－ 
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日程第１１ 議案第４号 財産の取得について（学習用タブレット） 

○議長（那須良策君） 日程第１１ 議案第４号 財産の取得について（学習用タブレ

ット）を議題といたします。 

提案理由の説明を求めます。幸野教育課長。 

○教育課長（幸野一樹君） それでは、議案第４号について御説明申し上げます。議案

書の２０ページをお願いいたします。 

議案第４号 財産の取得について。次のとおり財産を取得することにつき議会の

議決を求めるものでございます。 

提案理由でございますけれど、地方自治法第９６条第１項第８号の規定及び水上

村議会の議決に付すべき契約及び財産の取得または処分に関する条例第３条の規定

により、議会の議決を経る必要があるためでございます。 

取得財産につきましては、学習用コンピューター端末（タブレット）で数量１８

８台となっております。この端末につきましては、Ｃhromebookの８ギガバイトモ

デルとなります。数量の内訳でございますけれども、児童生徒用が１３８台、予備

用が２０台、指導者用が３０台となっております。 

取得の方法につきましては、熊本県との共同調達プロポーザル方式でございます。 

取得金額につきましては、１,０６５万２００円、消費税込みの額でございます。 

契約の相手方は、福岡県福岡市中央区大名２－９－２７、株式会社内田洋行九州

支店、支店長坂口秀雄でございます。 

今回のタブレット端末の導入につきまして、取得の方法にございますとおり、熊

本県との共同調達プロポーザル方式をとっております。このプロポーザル方式の内

容につきましてですけども、去る５月１４日水曜日、午後１時から熊本市内のホテ

ル、熊本テルサにおきまして、今回、同じ機器を導入する予定の本村を含めた県内

７市町村、それから熊本県によります合同のプロポーザル審査会を実施いたしまし

て、その結果、株式会社内田洋行九州支店が７市町村の受託して契約されたもので

ございまして、そこから購入するものでございます。 

以上で説明終わります。御審議方、どうぞよろしくお願いいたします。 

○議長（那須良策君） 説明を終わります。 

質疑を行います。質疑ありませんか。 

５番、山崎隆浩君。 

○５番（山崎隆浩君） はい、５番、山崎です。 

   タブレットの更新ということで、当然年数もたっておりますので必要なことだと

感じております。現在使われているタブレットも相当数あると思いますが、この辺

りはどのような処分対象になっておるかお伺いしたいと思います。 
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○議長（那須良策君） 幸野教育課長。 

○教育課長（幸野一樹君） 現在、水上学園のほうで使用してますタブレットですけれ

ども、こちらも同じＣhromebookで５年前に導入してございます。こちらにつきま

してはリースでの導入になっておりまして、リース期間が本年の８月３１日までと

なっております。リース期間の終了前まで、２学期からは新しい機種を使うという

ことを考えておりますので、リース期間満了次第、今回導入先であります、内田洋

行のほうで無償で全て処分いただき、処分の証明をいただくということになってお

ります。 

   以上です。 

○５番（山崎隆浩君） はい、分かりました。 

○議長（那須良策君） ほかにありませんか。 

   説明を終わります。 

   質疑を行います。質疑ありませんか。 

［「ありません」と呼ぶ声あり］ 

○議長（那須良策君） 質疑なしと認めます。質疑を終結します。 

討論を行います。討論ありませんか。 

［「ありません」と呼ぶ声あり］ 

○議長（那須良策君） 討論を終結します。 

本件を採決することに異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ声あり］ 

○議長（那須良策君） 異議なしと認めます。 

本件を可決することに賛成の方、挙手願います。 

［挙手全員］ 

○議長（那須良策君） 全員賛成でございます。よって、議案第４号 財産の取得につ

いて（学習用タブレット）は、原案のとおり可決することに決定いたしました。 

－－－－－○－－－－－ 

日程第１２ 議案第５号 工事請負変更契約の締結について 

（林道梅木鶴線災害復旧工事） 

○議長（那須良策君） 日程第１２ 議案第５号 工事請負変更契約（林道梅木鶴線災

害復旧工事）の締結についてを議題といたします。 

提案理由の説明を求めます。信國建設課長。 

○建設課長（信國俊輔君） 議案書２１ページをお願いいたします。 

議案第５号 工事請負変更契約の締結につきまして、御説明申し上げます。 

令和２年林道施設災害復旧事業（事故繰越）に伴う林道梅木鶴線災害復旧工事契
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約について、下記のとおり変更するにあたり議会の議決を求めるものでございます。 

提案理由としましては、請負金額を変更するに当たり、地方自治法第９６条第１

項第５号の規定により議会の議決を経る必要があるためでございます。 

林道梅木鶴線災害復旧工事につきましては、令和５年９月６日の定例会議で当初

契約額として１億６,３９０万円を議決いただき、令和６年６月１２日の定例議会

におきまして、第１回変更契約額として１億７,０７３万４４４円を議決いただい

ております。今回、第２回目の変更契約額が１億７,５７２万４,５３６円となりま

して、４９９万４,０９２円の増額変更についてお願いするものでございます。 

本工事は、令和２年７月豪雨により被災しました林道施設災害復旧工事で、青木

建設株式会社が受注し、現在、事故繰越の予算において施工している工事となりま

す。 

今回の主な変更の内容につきましては、起点部が拡大崩壊したことにより、災害

復旧範囲と復旧工法について、林野庁と再度協議を行い、復旧延長４３メートル、

増えた事により、新たにL型擁壁工２４メートルの追加が認められたため、増額と

なったものでございます。現在も工事施工中でございますので、今後、変更が生じ

た場合、変更議案を上程することとなりますのでよろしくお願いいたします。 

以上、説明を終わります。御審議方、よろしくお願いいたします。 

○議長（那須良策君） 説明を終わります。 

質疑を行います。質疑ありませんか。 

［「ありません」と呼ぶ声あり］ 

○議長（那須良策君） 質疑なしと認めます。質疑を終結します。 

討論を行います。討論ありませんか。 

［「ありません」と呼ぶ声あり］ 

○議長（那須良策君） 討論を終結します。 

本件を採決することに異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ声あり］ 

○議長（那須良策君） 異議なしと認めます。 

本件を可決することに賛成の方、挙手願います。 

［挙手全員］ 

○議長（那須良策君） 全員賛成でございます。よって、議案第５号 工事請負変更契

約（林道梅木鶴線災害復旧工事）の締結については、原案のとおり可決することに

決定いたしました。 

お諮りします。日程第１３ 議案第６号から日程第１４ 議案第７号まで関連が

ありますので、一括して上程したいと思いますが、異議ありませんか。 
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［｢異議なし｣と呼ぶ声あり］ 

○議長（那須良策君） 異議なしと認めます。 

一括して上程します。 

－－－－－○－－－－－ 

日程第１３ 議案第６号 村道の廃止について（石舟五本松線） 

日程第１４ 議案第７号 村道の認定について（石舟五本松線） 

○議長（那須良策君） 議案第６号 村道の廃止について（石舟五本松線）、議案第７

号 村道の認定について（石舟五本松線）を議題といたします。 

提案理由の説明を求めます。信國建設課長。 

○建設課長（信國俊輔君） それでは、議案書２２ページ、議案第６号 村道の廃止に

ついて、議案書２４ページ、議案第７号 村道の認定について関連がございますの

で一括して御説明申し上げます。 

   水上村の村道路線を、別添調書のとおり廃止及び認定するにつき議会の議決を求

めるものでございます。 

   提案理由としましては、村道廃止につきましては、道路法第１０条第３項の規定

により、また、村道認定につきましては、道路法第８条第２項の規定により議会の

議決を経る必要があるためでございます。 

   議案書２３ページが村道廃止路線調書、２５ページが村道認定路線調書となりま

す。 

   右肩番号②議案説明資料２４ページ、廃止路線の見取図と２５ページ、認定路線

の見取図により説明いたします。 

   整理番号１－７２、路線名、村道石舟五本松線、起点、水上村大字岩野小屋谷、

終点、水上村大字岩野五本松となります。主な経由地としましては、村道上楠石舟

線小川内橋より石舟国有林内を通り、五本松より無反野橋を渡り、県道五木湯前線

までを結ぶ路線でございます。 

   今回、熊本県が施工する県道五木湯前線道路改良工事による新たな終点となる交

差点部の取付工事が完成したことにより、終点の位置が変更となることから道路法

の規定により、村道の廃止及び認定をお願いするものでございます。 

   資料２４ページ、上段の赤線の破線部が今回新たに完成した終点となるため、こ

れまでの木下宅横を終点とする路線延長１,５１２.７メートルについて廃止をお願

いするものでございます。 

   資料２５ページ、上段の赤い破線部を廃止し、木下宅横から約９０メートル先に

完成した交差点を新たな終点とする路線延長１,５１４.７メートルについて認定を

お願いするものでございます。 
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   以上、説明を終わります。御審議方、よろしくお願いいたします。 

○議長（那須良策君） 説明を終わります。 

一括して質疑を行います。質疑ありませんか。 

［「ありません」と呼ぶ声あり］ 

○議長（那須良策君） 質疑なしと認めます。質疑を終結します。 

これより議案ごとに討論・採決を行います。 

議案第６号 村道の廃止について（石舟五本松線）について討論を行います。討

論ありませんか。 

［「ありません」と呼ぶ声あり］ 

○議長（那須良策君） 討論なしと認めます。討論を終結します。 

本件を採決することに異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ声あり］ 

○議長（那須良策君） 異議なしと認めます。 

本件を可決することに賛成の方、挙手を願います。 

［挙手全員］ 

○議長（那須良策君） 全員賛成でございます。よって、議案第６号は、原案のとおり

可決することに決定いたしました。 

議案第７号 村道の認定について（石舟五本松線）について討論を行います。討

論ありませんか。 

［「ありません」と呼ぶ声あり］ 

○議長（那須良策君） 討論なしと認めます。討論を終結します。 

本件を採決することに異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ声あり］ 

○議長（那須良策君） 異議なしと認めます。 

本件を可決することに賛成の方、挙手願います。 

［挙手全員］ 

○議長（那須良策君） 全員賛成でございます。よって、議案第７号は、原案のとおり

可決することに決定いたしました。 

お諮りします。日程第１５ 議案第８号及び日程第１６ 議案第９号は関連があ

りますので、一括して上程したいと思いますが、異議ありませんか。 

［｢異議なし｣と呼ぶ声あり］ 

○議長（那須良策君） 異議なしと認めます。 

一括して上程します。 

－－－－－○－－－－－ 
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日程第１５ 議案第８号 令和７年度水上村一般会計補正予算（第１号） 

日程第１６ 議案第９号 令和７年度水上村国民健康保険特別会計（事業勘定）補正

予算（第１号） 

○議長（那須良策君） 議案第８号 令和７年度水上村一般会計補正予算（第１号）、

議案第９号 令和７年度水上村国民健康保険特別会計（事業勘定）補正予算（第１

号）を議題といたします。 

提案理由の説明を求めます。田代総務課長。 

○総務課長（田代浩章君） 補正予算につきましては、この場からの説明とさせていた

だきます。 

   それでは、③補正予算書３ページをお願いいたします。 

   議案第８号 令和７年度水上村一般会計補正予算（第１号）につきまして、御説

明申し上げます。 

令和７年度水上村一般会計補正予算（第１号）は、次に定めるところによる。 

歳入歳出予算の補正で、第１条、既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ

３,０００万円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ６１億１,０００

万円とするものでございます。 

また、第２条におきまして、既定の地方債補正を、第２表地方債補正のとおり行

うものでございます。 

次のページをお願いいたします。第１表でございます。歳入歳出予算補正という

ことで、今回は歳入の補正につきましては、５ページにございます、国庫補助金、

県補助金、基金繰入金、繰越金、諸収入と村債でございます。 

６ページ、７ページをお願いいたします。歳出でございますが、今回全般的に４

月１日の人事異動によります人件費の補正を行ってございます。主な事業的な補正

につきましては、６ページ上段にございます、総務費の地方創生推進事業費でのサ

テライトオフィス等誘致、移住定住推進事業、球磨川復興トレイルラン負担金に係

る補正、そして、農林水産業費の農業費での産業推進協議会貸付金、農地利用効率

化等支援交付金、産業振興施設等整備事業補助金等に係る補正、消防費での地域衛

星通信ネットワーク整備費負担金に係る補正でございます。 

８ページ、９ページをお願いいたします。第２表地方債の補正でございます。今

回、上から２段目となりますスポーツ環境整備事業債につきましては、旧湯山小学

校改築と陸上競技場造成工事において、今回、過疎対策事業債の借入れが可能とな

りましたので、当初予定してございました一般補助施設等整備事業債から過疎対策

事業債に振替をお願いするものでございます。今回、過疎債として７億５００万円

を皆増し、一般補助施設等整備事業債を６億３,３６０万円の改減をお願いするも



－53－ 

のでございます。差額の７,１４０万円につきましては、過疎債の充当率が１０

０％、一般補助施設等整備事業債充当率が９０％でございまして、充当率が１０％

異なることから合わせまして７,１４０万円の増額補正となるものでございます。 

次に、下から４段目の防災基盤整備事業債の緊急防災・減災事業債につきまして

は、熊本県の地域衛星通信ネットワーク整備事業に伴う本村負担分でございまして、

当初は令和６年度事業として予算計上してございましたが、県における３度の入札

におきまして不調が続き、令和６年度における事業実施が困難となったことから再

度、令和７年度において予算計上させていただき、年度内の完了を目指すものでご

ざいます。今回、合計で７,８２０万円を追加し、８億９,８６０万円を限度額とす

るものでございます。 

次に、１４、１５ページをお願いいたします。歳入の事項別明細書でございます

が、主なものにつきまして私のほうから御説明申し上げます。 

まず、上段の１６款県支出金、２項県補助金、１目総務費補助金のくまもと未来

づくりスタートアップ補助金につきましては、球磨川復興トレイルランに係るもの

で、歳出でも球磨川リバイバルトレイル実行委員会への負担金として同額の補正を

お願いするものでございます。 

次に、２段ほど下になります。４目の農林水産業費補助金の農地利用効率化等支

援交付金につきましては、今回、１件、コンバイン（５条刈）の導入要望がござい

ましたので、補正をお願いするものでございます。補助率につきましては、税抜き

後の３０％でございます。 

次の１９款繰入金、ふるさと応援基金繰入金でございますが、旧湯山小学校改築

と陸上競技場造成工事において、当初事業費の２分の１が国庫補助金、残りの２分

の１のうちの９０％が先ほど説明いたしました一般補助施設等整備事業債、残りの

１０％にふるさと応援基金の充当を予定してございましたが、今回、過疎対策事業

債の借入れが可能となりまして、過疎対策事業債の場合１００％充当となり、ふる

さと応援基金からの充当が不要となりましたので、合わせて７,１５０万円の減額、

また、今回、歳出で出てまいります産業振興施設等整備事業補助金への充当分２４

０万円の増額、合わせまして７,１５０万円の減額と２４０万円の増額、合わせて

６,９１０万円の減額補正をお願いするものでございます。 

次の繰越金につきましては、全体の財源調整を行ってございます。 

次の２１款諸収入、１目貸付金元利収入の水上村産業推進協議会貸付金収入につ

きましては、歳出で出てまいります本年度から設立した水上村産業推進協議会に係

るもので、国の山村活性化対策支援交付金事業の採択を受け、本年度から３か年事

業でございますが、当協議会への交付金の交付が年度末でございまして、当面の運
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営資金がないため、水上村産業推進協議会へ貸付金として１,０００万円の補正を

お願いするものでございます。このため、歳入におきまして、貸付金を国からの交

付金の交付後、年度末に一般会計へ償還いただく形になりますので、貸付金収入と

いたしまして１,０００万円の補正をお願いするものでございます。 

最後になります、２２款村債につきましては、先ほど御説明申し上げましたとお

り、総務債、消防債で７,８２０万円の補正をお願いするものでございます。 

以上が歳入の主なものでございます。 

１８、１９ページをお願いいたします。歳出の事項別明細書でございます。冒頭

申し上げましたとおり、人件費の補正につきましては、４月の人事異動に係る補正

でございますので、説明を割愛させていただきます。 

まず、下段になります、２款総務費、１目一般管理費、庶務管理費のビジネスチ

ャット利用料につきましては、現在、職員間では、コミュニケーションや業務の効

率化、そして情報漏えい防止、不正アクセス防止など高いセキュリティ機能の観点

からＮＴＴ西日本が提供するエルガナというビジネスチャットを使用してございま

す。こちらは令和３年の１月に無料ということで導入をいたしましたが、本年７月

から有償化となりますことから、今回補正をお願いするものでございます。 

総務課からは以上です。 

○議長（那須良策君） 田代産業振興課長。 

○産業振興課長（田代浩幸君） 同じページの３目村有林管理費でございます。森林整

備センター造林事業ですが、めくっていただきまして、２０ページ、２１ページ、

熊本県水源林造林協議会負担金につきまして、令和６年度の森林整備センター事業

費の確定により、令和７年度の負担金が決まりましたので、２万円の補正をお願い

するものでございます。 

○議長（那須良策君） 田代総務課長。 

○総務課長（田代浩章君） 次の総合行政システム費でございますが、２件ございまし

て、障害福祉サービスシステム改修委託料として１１０万円、総合行政システム標

準化移行委託料として３９万６,０００円の補正をお願いするものでございます。 

   以上でございます。 

○議長（那須良策君） 甲斐地方創生推進課長。 

○地方創生推進課長（甲斐 敦君） 続きまして、８項１目地方創生推進事業費でござ

います。サテライトオフィス等誘致事業費、１０節需用費、修繕料でございますが、

岩野サテライトオフィスにおきまして、建物の老朽化に伴います水道管の漏水が見

られ、漏水調査を行いましたが漏水箇所が特定できなかったため、建物全体の水道

配管のやり直しのための修繕料としまして１５０万円の補正をお願いするものでご
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ざいます。 

   また、隣接します納屋につきまして倒壊の恐れがあり、サテライトオフィス使用

上、危険なため納屋解体に伴います工事請負費としまして１２０万円の補正をお願

いするものでございます。 

   ２２、２３ページをお願いします。職員人件費は割愛しまして、移住定住推進事

業費、１４節工事請負費でございますが、現在、整備中の岩野地区村有住宅、旧坂

本邸につきまして、進入路のコンクリート舗装の老朽化に伴います再整備費、母屋

に隣接します納屋の解体費、敷地内の立木伐採に伴います工事請負費としまして２

１０万円の補正をお願いするものでございます。 

   続きまして、２目スポーツ推進事業費でございます。公用車管理費、１０節需用

費の修繕料につきましては、元気クラブの介護予防事業のため、保健福祉課にハイ

エースを貸し出し、送迎時において発生しました自損事故に伴います修繕料９万５,

０００円の補正をお願いするものでございます。財源につきましては、全額、町村

有自動車共済金を充てることといたしております。 

   続きまして、各種大会費、１８節負担金補助及び交付金につきましては、球磨川

復興トレイルランに伴いますもので、事業に対しまして、くまもと未来づくりスタ

ートアップ補助金の内示がございましたので、今回、球磨川リバイバルトレイル実

行委員会への負担金５００万円の予算措置をお願いするものでございます。 

   生涯スポーツ推進事業費、１２節委託料につきましては、サクラヴィレッジに設

置してあります券売機のインボイス番号が役場所有のインボイス番号でございまし

て、指定管理したトラックセッションのインボイス番号に変更する必要がございま

すので、番号変更に伴います委託料２万円の補正をお願いするものでございます。 

   以上です。 

○議長（那須良策君） 西本保健福祉課長。 

○保健福祉課長（西本克幸君） 続きまして、３款１項１目の社会福祉費でございます。

２５ページをお願いいたします。今年度、児童・高齢者虐待防止対策協議会を開催

いたしますことから、会議費用といたしまして１２名分の５万円の補正をお願いい

たします。 

   ４目につきましては、人件費のため割愛いたします。 

   続きまして、２項１目の保育所費でございます。１０節の需用費といたしまして、

岩野保育所調理室のエアコン室外機の基盤が４月１４日の落雷により破損していた

ため、修繕料１３万円の補正をお願いいたします。なお、財源につきましては、全

額建物災害共済金での対応となります。 

   続きまして、３目次世代育成支援事業費ですが、出産・子育て応援給付金としま
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して５万円の補正をお願いします。財源につきましては、国が３分の２、県６分の

１の負担割合でございます。今回の補正は、年度末に転入者が１名ございまして、

出産後の支給分を補正するものでございます。 

   続きまして、４款１項、次のページの２６、２７をお願いいたします。５目の保

健センター管理費ですが、保健センター玄関入り口のタイルが一部破損しておりま

すので、その修繕料といたしまして２５万１,０００円の補正をお願いいたします。 

   以上でございます。 

○議長（那須良策君） 田代産業振興課長。 

○産業振興課長（田代浩幸君） 続きまして、６款１項３目の農業振興費となります。

農地利用効率化等支援交付金といたしまして、コンバインの導入の国庫補助事業が

採択されましたので、補助率３０％の交付金２６５万円の補正をお願いするもので

ございます。 

   １４、１５ページの１６款２項４目へ農林水産業費補助金といたしまして同額の

歳入を計上いたしております。 

   その下の産業振興施設等整備事業補助金につきましては、本年度から実施をして

いるものでございまして、４月に要望を取りまして、事業内容、実施時期を調整い

たしまして、当初予算１,５００万円に対し、１７０万円の増額補正をお願いする

ものでございます。 

   続きまして、５目農業基盤整備費の農道整備事業費補助金及び小規模土地改良事

業補助金６０万円は、岩野地区の小川内溝と小屋谷溝におきまして用水路に水稲の

栽培に影響する修繕が生じたため、補正をお願いするものでございます。 

○議長（那須良策君） 甲斐地方創生推進課長。 

○地方創生推進課長（甲斐 敦君） 続きまして、７目産業推進機構事業費、２０節貸

付金でございます。産業推進協議会で実施しております事業が山村活性化対策支援

交付金事業として採択され、１,０００万円の交付金の内示がありましたが、協議

会に対する交付金の交付が事業実績での年度末の交付となりますことから、産業推

進協議会の運営資金として貸付金に１,０００万円の補正をお願いするものでござ

います。 

   なお、貸付金につきましては、国から協議会への交付金の交付後、村への償還と

なります。 

   以上です。 

○議長（那須良策君） 田代産業振興課長。 

○産業振興課長（田代浩幸君） 続きまして、２８、２９ページでございます。７款１

項２目商工振興費の産業振興施設等整備事業補助金につきましても、農業と同様に
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４月に入りまして要望を取り、事業内容、実施時期を調整いたしまして、当初予算

１,５００万円に対し、７０万円の増額補正をお願いするものでございます。 

○議長（那須良策君） 信國建設課長。 

○建設課長（信國俊輔君） 続きまして、２８ページ、２９ページ下段になります。８

款２項７目道路橋梁総務費でございます。１２節委託料につきましては、議案第７

号 村道の認定について議決いただきました村道石舟五本松線について、県道五木

湯前線道路改良工事の取付工事により、新たに村道石舟五本松線の終点部の工事が

完了しましたので、供用開始に向け、区域の決定を行うための道路台帳整備委託料

として１００万円の補正をお願いするものです。 

   以上です。 

○議長（那須良策君） 田代総務課長。 

○総務課長（田代浩章君） ３０、３１ページをお願いいたします。上段の９款消防費、

３目災害対策費につきましては、歳入でも御説明申し上げました熊本県が整備をい

たします地域衛星通信ネットワーク第三世代のものでございます。こちらに伴う本

村負担分でございまして、令和６年度の３度の不落を受けまして、改めて令和７年

度において６８０万円の補正をお願いするものでございます。 

   以上です。 

○議長（那須良策君） 幸野教育課長。 

○教育課長（幸野一樹君） 続きまして、１０款教育費です。次のページをお願いいた

します。３２、３３ページです。３項社会教育費の２目社会教育事務費の文化財保

護事業費につきましては、宗教法人生善院が主体となって実施いたします国指定の

有形文化財生善院観音堂の修繕工事に関しまして、国・県の補助事業の採択を受け

ることとなりましたので、水上村文化財保存整備費補助金交付規則第３条に基づき

まして、水上村の補助金として６６万６,０００円の補正をお願いするものでござ

います。この生善院観音堂修繕工事につきましては、令和７年度から令和９年度ま

での３年間にわたって計画されておりまして、主な工事といたしましては、屋根か

や及び観音堂入り口部分の屋根、向拝と言いますけれども、そのこけら葺きの全面

葺き替え、それから、外部の破損状況に合わせました漆塗りや彩色の剝落止め、耐

震補強工事として床下へのコンクリート基礎と筋交いの取付け、内部の厨子の転倒

防止工事などが計画されておりまして、３年間の総事業費につきましては、現時点

では９,５００万円見込まれているものでございます。その内、令和７年度分の修

繕工事といたしまして、修繕工事の実施設計と管理、足場の設置、屋根のかや及び

向拝の長板の解体、かやの搬入などを行うこととなっておりまして、令和７年度の

総事業費が２,０００万円を見込んでいるところでございます。財源といたしまし
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ては、国庫補助が総事業費の８５％の１,７００万円、県補助が１０％の２００万

円となっておりまして、総事業費２,０００万円から国・県補助金の合計１,９００

万円を指し引いた残額１００万円の３分の２、６６万６,０００円を村が規則に基

づき宗教法人生善院に補助するものとなっております。これらの補助によりまして

生善院の負担額は３３万４,０００円、数字的には１.６７％となるものでございま

す。 

   以上で、議案第８号 令和７年度水上村一般会計補正予算（第１号）の説明を終

わります。 

○議長（那須良策君） 西本保健福祉課長。 

○保健福祉課長（西本克幸君） 続きまして、特別会計の補正予算の説明をいたします。

３５ページをお願いいたします。 

議案第９号 令和７年度水上村国民健康保険特別会計（事業勘定）補正予算（第

１号）について説明いたします。 

令和７年度水上村国民健康保険特別会計（事業勘定）補正予算（第１号）は、次

に定めるところによるものでございます。 

歳入歳出予算の補正、第１条、既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ２

３万９,０００円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ２億７,７９３

万９,０００円とするものでございます。 

少し飛んで４４ページ、４５ページをお願いいたします。歳出を御説明いたしま

す。１款１項１目一般管理費ですが、１２節の委託料としまして、高額療養費制度

低所得者区分基準額変更に伴います総合行政システム改修委託料２３万９,０００

円の補正をお願いいたします。財源につきましては、４３ページにありますとおり、

特別交付金となっております。 

以上で、議案第９号 水上村国民健康保険特別会計（事業勘定）補正予算の説明

を終わります。 

○議長（那須良策君） 説明を終わります。 

一括して質疑を行います。質疑ありませんか。 

４番、杉野久志君。 

○４番（杉野久志君） まず最初に、２７ページ、よろしくお願いします。産業振興施

設等整備事業補助金ということで、今年度からまた農業、商業の認定農業者または

担い手の方が補助を受けられるということでしたけれども、何名応募があって、何

名の方が補助金をもらえるようになったんでしょうか。 

○議長（那須良策君） 田代産業振興課長。 

○産業振興課長（田代浩幸君） すみません、説明が不足しておりました。農業につき
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ましては、当初要望が１７件ございまして、今回９件の採択を行う予定でございま

す。商工業につきましては１２件の要望がございまして、１１件の採択を予定する

ものでございます。 

   以上でございます。 

○議長（那須良策君） ４番、杉野久志君。 

○４番（杉野久志君） 農業１７件、商工業１２件ということで、応募された方がです

ね。機械に対して１件とみなしていいんですかね、１件に対して１件でよかったで

すかね。 

○議長（那須良策君） 田代産業振興課長。 

○産業振興課長（田代浩幸君） すみません、その経営者が１７名中９名が採択予定で、

１２名中１１名が採択予定ということで、経営単位でございます。 

○議長（那須良策君） ４番、杉野久志君。 

○４番（杉野久志君） 今回その補助金がもらえないということで除外になった方は、

また今年も恐らく要望、１０月、１１月に要望されると思うんですけれども、また

その予算書じゃありませんけども、見積書とかまた届出はしなければいけないんで

しょうか。 

○議長（那須良策君） 田代産業振興課長。 

○産業振興課長（田代浩幸君） 令和８年度、来年度の予算につきましては、議員おっ

しゃられるとおり、秋、１０月から１１月にかけまして要望調査を行います。その

際は、また物価の高騰等もございますので、もう一度見積りを取り直していただい

てですね、要望していただくということでお願いをしております。 

   以上です。 

○議長（那須良策君） ほかにありませんか。 

質疑なしと認めます。質疑を終結します。 

これより、議案ごとに討論、採決を行います。 

議案第８号 令和７年度水上村一般会計補正予算（第１号）について、討論を行

います。討論ありませんか。 

［「ありません」と呼ぶ声あり］ 

○議長（那須良策君） 討論なしと認めます。討論を終結します。 

本件を採決することに異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ声あり］ 

○議長（那須良策君） 異議なしと認めます。 

本件を可決することに賛成の方、挙手を願います。 

［挙手全員］ 
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○議長（那須良策君） 全員賛成でございます。よって、議案第８号は、原案のとおり

可決することに決定いたしました。 

議案第９号 令和７年度水上村国民健康保険特別会計（事業勘定）補正予算（第

１号）について、討論を行います。討論ありませんか。 

［「ありません」と呼ぶ声あり］ 

○議長（那須良策君） 討論なしと認めます。討論を終結します。 

本件を採決することに異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ声あり］ 

○議長（那須良策君） 異議なしと認めます。 

本件を可決することに賛成の方、挙手を願います。 

［挙手全員］ 

○議長（那須良策君） 全員賛成でございます。よって、議案第９号は、原案のとおり

可決することに決定いたしました。 

－－－－－○－－－－－ 

日程第１７ 請願第１号 人吉球磨准看護学院へのさらなる支援を求める請願 

○議長（那須良策君） 日程第１７ 請願第１号 人吉球磨准看護学院へのさらなる支

援を求める請願についてを議題といたします。 

   お諮りします。この案件については、既にお手元に配付資料⑦のとおり、配付し

てありますので、朗読を省略したいと思いますが、異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ声あり］ 

○議長（那須良策君） 異議なしと認めます。 

   朗読を省略いたします。 

   お諮りします。本件は、水上村議会会議規則第９２条に基づき、産業厚生常任委

員会に付託して審査したいと思いますが、御異議ございませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ声あり］ 

○議長（那須良策君） 異議なしと認めます。 

   したがって、この請願は、産業厚生常任委員会に付託し、審査することに決定い

たしました。 

   ここで、委員会開催のため、暫時休憩いたします。再開は、委員会が終わり次第

といたします。 

－－－－－○－－－－－ 

休憩 午後２時３９分 

再開 午後４時００分 

－－－－－○－－－－－ 
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○議長（那須良策君） 休憩中の会議を再開します。 

   お諮りします。ただいまお手元に配付のとおり、先ほど付託した事件について、

産業厚生常任委員長より継続審査申出書の提出がありました。申し出のとおり、継

続審査としたいと思いますが、異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ声あり］ 

○議長（那須良策君） 異議なしと認めます。 

   産業厚生常任委員会におかれましては、閉会中といえども審査いただきますよう

お願いいたします。 

－－－－－○－－－－－ 

日程第１８ 議員派遣の件について 

○議長（那須良策君） 日程第１８ 議員派遣の件についてを議題といたします。 

   お諮りします。議員派遣については、会議規則第１２１条の規定により、配付資

料⑧のとおり、決定したいと思いますが、異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ声あり］ 

○議長（那須良策君） 異議なしと認めます。 

   議員派遣については、配付のとおり決定いたしました。 

   もう一つお諮りします。議員派遣の中止または派遣内容の一部に変更が生じた場

合の措置は、議長に一任し、議会の議決事項として行うことにしたいと思いますが、

異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ声あり］ 

○議長（那須良策君） 異議なしと認めます。 

   議員派遣の中止または派遣内容の一部に変更が生じたときの措置は、議長に一任

し、議会の議決事項として行うことに決定いたしました。 

－－－－－○－－－－－ 

日程第１９ 継続審査申出書について 

○議長（那須良策君） 日程第１９ 継続審査申出書についてを議題といたします。 

配付資料⑨のとおり、各委員会から閉会中の継続調査申出書が提出されておりま

す。 

お諮りします。申し出のとおり、継続調査としたいと思いますが、異議ありませ

んか。 

［「異議なし」と呼ぶ声あり］ 

○議長（那須良策君） 異議なしと認めます。 

各委員会から提出されておりました閉会中の継続調査申出については、申し出の

とおり、継続調査することに決定いたしました。 
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各委員会におかれましては、閉会中といえども調査いただきますよう、お願いい

たします。 

お諮りします。水上村議会委員会条例に基づく各常任委員会の所管事項について

審議事件が生じたときは、各常任委員会に付託することにしたいと思いますが、異

議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ声あり］ 

○議長（那須良策君） 異議なしと認めます。 

各常任委員会におかれましては、審議事件が生じたときは、閉会中といえども審

議をお願いいたします。 

お諮りします。本定例会に付託された事件は全て終了しました。 

したがって、会議規則第７条の規定によって、本日で閉会したいと思いますが、

異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ声あり］ 

○議長（那須良策君） 異議なしと認めます。 

本定例会は、本日で閉会することに決定しました。 

令和７年第２回水上村議会定例会を閉会いたします。 

－－－－－○－－－－－ 

閉会 午後４時０２分 
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